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一
造
籍
原
理
と
そ
の
転
換
一

本

庄

総

子

門
要
約
】
　
本
稿
は
、
大
宝
二
年
御
蒲
国
戸
籍
と
同
西
海
道
戸
籍
を
比
較
分
析
し
、
も
っ
て
両
戸
籍
が
も
つ
象
潟
原
理
の
歴
史
的
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
も

の
で
あ
る
。
御
野
国
戸
籍
に
み
え
る
寄
口
は
、
各
里
の
＝
戸
あ
た
り
課
丁
数
を
均
～
化
す
る
渇
的
で
、
人
為
的
に
分
割
さ
れ
、
各
戸
に
分
配
さ
れ
た
戸
口

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
西
海
道
戸
籍
の
寄
口
は
、
課
丁
数
を
調
整
す
る
と
い
う
性
格
は
弱
く
、
一
定
数
以
上
の
ま
と
ま
り
を
も
つ
親
族
集
団
が
分
割
さ

れ
る
こ
と
な
く
附
籍
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
御
文
国
戸
籍
で
確
認
で
き
る
各
里
の
規
模
に
は
偏
差
が
大
き
く
、
里
が
何
ら
か
の
実
態
を
も
つ
単
位
で
あ
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
両
戸
籍
に
み
え
る
造
籍
原
理
の
差
異
は
書
式
の
違
い
に
即
応
し
て
お
り
、
時
期
差
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
立
野
国
戸
籍

で
は
決
し
て
不
課
戸
を
出
さ
な
い
と
い
う
造
籍
方
針
が
採
ら
れ
て
お
り
、
戸
を
人
力
・
物
資
双
方
の
供
給
源
と
し
て
強
力
な
統
逸
出
に
お
い
て
い
る
が
、

こ
れ
は
七
世
紀
戦
時
体
制
の
反
映
で
あ
る
。
八
世
紀
に
入
り
、
平
時
体
制
に
移
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
海
道
戸
籍
の
造
面
原
理
へ
転
換
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
八
巻
六
号
　
二
〇
［
五
年
［
［
月

は
　
じ
　
め
　
に

現
存
す
る
日
本
古
代
戸
籍
の
う
ち
、
律
令
に
定
め
る
諸
制
度
が
よ
く
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
時
代
の
作
成
で
、
ま
と
ま
っ
た
分
量
が

残
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
三
史
料
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
　
に
大
宝
二
年
目
七
〇
二
）
の
年
紀
を
も
つ
御
里
（
美
濃
）
国
戸
籍
。

第
二
に
同
じ
く
大
宝
二
年
の
年
紀
を
も
つ
筑
前
・
豊
前
・
豊
後
三
国
の
戸
籍
。
こ
れ
ら
三
国
の
戸
籍
は
書
式
上
高
い
統
一
性
を
備
え
て
い
る
こ
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と
か
ら
、
西
海
道
戸
籍
と
総
称
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
に
養
老
五
年
（
七
二
　
）
の
下
総
国
戸
籍
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
こ
れ
ら
古
代
戸
籍
の
史
料
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
は
、
長
い
議
論
が
あ
る
。
石
母
田
正
氏
は
三
戸
籍
に
み
え
る
戸
の
構
成
を
比
較
検
討
し
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

族
集
団
が
崩
壊
し
、
奴
隷
制
的
な
要
素
が
突
出
し
て
く
る
と
い
う
、
古
代
社
会
の
発
展
過
程
を
想
定
し
た
。
～
方
、
三
浦
周
行
氏
の
硬
究
を
は

じ
め
、
戸
籍
に
登
録
さ
れ
た
戸
が
家
族
の
実
態
を
あ
ら
わ
す
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
注
意
喚
起
も
早
く
か
ら
み
ら
れ
た
。
瀧
川
政
次
郎
氏
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

戸
と
は
「
為
政
上
の
便
宜
の
為
め
に
、
人
為
的
に
設
け
ら
れ
た
、
公
法
上
の
団
体
」
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
戸
籍
に
み
え
る
戸
に
家
族
の

実
態
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
し
て
議
論
を
展
開
す
る
前
者
の
立
場
が
家
族
実
態
説
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
の
立
場
は
法
的
擬
鋼
説
と
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
岸
俊
男
氏
も
ま
た
法
的
擬
制
の
立
場
に
立
つ
。
た
だ
、
里
の
設
定
当
初
に
戸
と
家
族
実
態
が
そ
れ
ほ
ど
懸
け
離
れ
て

い
た
と
は
考
え
に
く
い
と
評
し
た
点
に
特
色
が
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
安
良
城
盛
昭
氏
は
、
現
存
戸
籍
に
み
え
る
戸
は
も
ち
ろ
ん
、
里
設
定
当
初
の
戸
で
あ
っ
て
も
、
家
族
実
態
そ
の
ま
ま
の
姿
で
あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
説
を
提
起
し
た
。
氏
の
説
は
編
戸
説
と
呼
ば
れ
る
。
氏
の
想
定
に
よ
る
と
、
封
戸
制
を
維
持
す
る
た
め
、
各

戸
ご
と
の
留
筆
（
課
役
の
負
担
者
）
数
を
均
一
に
す
る
調
整
す
な
わ
ち
「
編
戸
」
と
い
う
操
作
が
士
籍
の
た
び
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

氏
の
い
う
「
編
戸
」
と
は
、
「
造
畢
時
に
現
わ
れ
る
律
令
国
家
権
力
に
よ
る
コ
戸
」
に
対
す
る
関
与
」
と
定
義
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
視
角
を
継
承
し
つ
つ
実
証
的
に
発
展
さ
せ
た
の
が
義
江
（
浦
田
）
明
子
氏
で
あ
る
。
氏
は
編
戸
を
「
芦
の
内
部
に
ま
で
立
入
り
、
個
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
戸
口
を
把
握
し
、
一
定
の
目
的
の
も
と
に
『
戸
』
を
再
編
成
す
る
こ
と
」
と
定
義
し
た
上
で
、
そ
の
＝
定
の
目
的
し
と
は
封
一
μ
制
の
維
持

で
は
な
く
、
軍
事
力
編
成
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
。
戸
は
い
ず
れ
も
三
～
五
人
程
度
の
課
丁
を
含
む
よ
う
に
編
成
さ
れ
て
お
り
、
＝
戸
ご
と
に
一

兵
士
を
徴
発
す
る
と
い
う
「
一
戸
一
兵
士
」
の
原
則
が
存
在
し
た
と
い
う
。

　
史
料
上
に
あ
ら
わ
れ
る
「
編
戸
」
と
い
う
用
語
は
「
編
貫
戸
籍
」
、
つ
ま
り
戸
籍
に
登
録
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
「
夢
中
」
と
同
義
に
使
用
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
語
で
あ
る
。
「
編
戸
」
の
語
に
コ
戸
を
人
為
的
に
編
成
・
操
作
す
る
」
と
い
う
意
味
は
本
来
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

用
法
は
学
問
的
に
問
題
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
戸
の
編
成
に
お
け
る
人
為
的
な
操
作
が
里
設
定
当
初
ま
で
遡
っ
て
存
在
し
た
と
い
う
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指
摘
は
、
戸
籍
に
よ
っ
て
古
代
社
会
の
実
態
に
迫
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
学
界
に
深
く
浸
透
さ
せ
た
。
吉
田
孝
氏
は
「
小
家
族

の
集
合
体
を
対
外
的
に
代
表
し
得
る
よ
う
な
有
力
者
を
ま
ず
戸
の
編
成
責
任
者
（
す
な
わ
ち
戸
主
）
に
指
定
し
、
そ
の
組
織
し
た
集
団
を
戸
に

　
　
　
⑦

編
成
す
る
」
と
い
う
戸
の
編
成
方
法
を
想
定
し
、
広
く
支
持
を
集
め
て
い
る
が
、
氏
の
所
説
は
籍
帳
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
な
く
成
立
し

た
も
の
で
あ
る
。

　
戸
籍
か
ら
古
代
社
会
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
造
籍
に
際
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
、
コ
月
の
編
成
」
の
内
実
が
い
か
な

る
も
の
で
あ
っ
た
か
具
体
的
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
杉
本
一
樹
氏
は
、
吉
田
説
を
黒
蓋
研
究
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
、
戸
の
編
成
原
理

を
「
絶
え
ず
戸
主
と
＝
疋
の
距
離
以
内
の
親
族
関
係
を
中
心
に
再
編
さ
れ
、
戸
主
と
の
距
離
が
あ
る
程
度
以
上
遠
く
な
っ
た
戸
ロ
を
放
出
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

よ
う
な
戸
の
運
動
法
則
」
と
表
現
し
て
い
る
。
安
良
城
・
義
江
両
氏
が
主
張
す
る
課
丁
数
均
一
化
は
あ
く
ま
で
も
理
念
の
問
題
と
し
て
限
定
的

に
捉
え
、
せ
い
ぜ
い
＝
疋
水
準
の
維
持
が
図
ら
れ
て
い
た
程
度
だ
ろ
う
と
し
、
血
縁
関
係
と
戸
主
の
実
力
こ
そ
戸
の
編
成
に
お
い
て
最
も
重
視

さ
れ
て
い
た
と
杉
本
氏
は
説
く
。

　
戸
籍
に
み
え
る
戸
が
戸
主
と
の
近
縁
集
団
と
し
て
確
か
な
実
態
を
有
し
て
い
た
と
す
る
杉
本
説
は
、
安
良
城
説
以
来
、
戸
籍
の
深
刻
な
史
料

的
限
界
に
悩
む
我
々
に
と
っ
て
実
に
魅
力
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
杉
本
氏
の
史
料
解
釈
に
は
、
「
寄
口
」
と
い
う
特
殊
な
戸
口
の
位
置
づ
け
を

め
ぐ
り
次
章
で
み
る
よ
う
な
鋭
い
批
判
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
寄
ロ
こ
そ
日
本
古
代
戸
籍
の
特
質
を
解
き
明
か
す
鍵

と
な
る
と
い
う
見
通
し
の
も
と
、
大
宝
二
年
御
記
国
・
西
海
道
両
戸
籍
の
比
較
検
討
を
行
い
、
も
っ
て
安
良
城
一
義
江
説
と
杉
本
説
を
検
証
し

て
い
き
た
い
。

　
①
石
母
田
正
「
古
代
家
族
の
形
成
過
程
」
（
同
欄
石
母
田
正
著
作
集
二
㎞
、
岩
波
誉
　
　

（
二
人
社
告
店
、
一
九
二
六
年
）
五
〇
頁
。

　
　
店
、
一
九
八
八
年
、
初
出
一
九
四
二
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
岸
俊
男
「
律
令
制
の
社
会
機
構
」
（
同
『
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
』
、
塙
貰
房
、

　
②
三
浦
周
行
「
古
代
戸
籍
の
研
究
」
（
同
『
法
制
史
の
研
究
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
　
　

一
九
七
三
年
、
初
田
一
九
五
二
年
）
。

　
　
一
九
年
、
初
出
一
九
〇
五
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
安
良
城
盛
昭
「
班
田
農
民
の
存
在
形
態
と
古
代
籍
帳
の
分
析
方
法
…
石
母
田
魏

　
③
瀧
川
政
次
郎
噸
法
制
史
上
よ
り
観
た
る
B
本
農
民
の
生
活
律
令
時
代
上
葱
　
　
藤
間
ほ
松
本
説
と
赤
松
1
1
岸
一
－
岡
本
説
の
学
説
対
立
の
止
揚
を
め
ざ
し
て
一
」
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（
同
『
歴
史
学
に
お
け
る
理
論
と
実
証
　
第
－
部
㎞
、
御
茶
の
水
資
房
、
一
九
六

　
九
年
）
六
七
頁
。

⑥
浦
田
（
義
江
）
明
子
「
編
戸
制
の
意
義
一
軍
事
力
編
成
と
の
関
わ
り
に
お
い
て

　
…
」
（
『
史
学
雑
誌
』
八
一
一
二
、
一
九
七
二
年
）
四
〇
頁
。

⑦
吉
田
孝
「
編
戸
制
・
班
田
制
の
構
造
的
特
質
」
（
同
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社

第
一
章
　
寄
口
を
め
ぐ
る
議
論
と
そ
の
検
討

　
会
㎞
、
岩
波
書
店
、
～
九
八
三
年
、
初
出
「
律
令
制
と
村
落
」
（
『
岩
波
講
座
日
本

　
歴
史
三
　
古
代
三
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
を
改
稿
）
二
〇
四
頁
。

⑧
杉
本
一
樹
門
編
戸
制
再
検
討
の
た
め
の
覚
書
」
（
同
『
日
本
古
代
文
害
の
研
究
㎞
、

　
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
｝
年
、
初
出
一
九
八
四
年
）
五
七
一
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
節
　
寄
口
と
は
何
か

　
寄
口
と
は
、
戸
主
と
の
続
柄
が
籍
帳
上
に
明
記
さ
れ
な
い
戸
口
の
称
で
、
西
海
道
戸
籍
で
は
寄
口
、

さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
統
一
し
て
寄
口
と
呼
ぶ
。
御
野
栄
戸
籍
で
実
例
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
史
料
一
　
御
野
圖
加
毛
郡
半
布
里
戸
籍

上
政
戸
県
主
族
安
麻
呂
戸
口
十
二

下
々
戸
主
安
麻
呂
赫
珊
羅

寄
人
秦
人
木
足
酔
附
九

　
　
　
　
　
　
　
　
に
も

戸
主
妻
県
主
津
売
鰹
如
ノ

伊
毛
売
児
秦
人
知
志
呂
売
雛
如

正
丁
五
　
　
拝
六

小
子
一

嫡
子
大
人
畔
碓

次
古
麻
呂
特
四

児
伊
毛
売
確
対
五

鉦
敏
三
　
総
越

木
足
妹
伊
毛
売
野
帳
九

戸
主
甥
忍
人
雑
七

木
足
子
広
山
鑛

次
屋
止
売
舛
針
七

次
己
乃
志
呂
売
鉾
七

御
野
鶴
戸
籍
で
は
一
般
に
寄
人
と
表
記

県
主
謬
説
麻
呂
と
い
う
人
物
を
戸
主
と
し
、
戸
主
含
め
一
二
人
の
戸
口
を
擁
す
る
戸
で
あ
る
。
系
図
で
表
す
と
図
の
と
お
り
と
な
る
。
戸
主
安
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県
主
族
安
麻
呂
岨

県
主
族
大
人
2
1

　
秦
人
木
足
2
9

　
秦
人
古
麻
呂
2
4

　
皆
人
伊
毛
衣
2
9

　
秦
人
無
期
志
髭
勝
1
7

県
主
族
書
毛
売
2
5

県
主
族
麗
止
売
1
7

県
主
族
忍
入
2
7

秦
人
広
山
4

秦
人
知
志
呂
売
1

※夫嬬の子はその夫婦の間に

うまれたものと推定

（実際は先妻の子であったり

　することもある）

麻
呂
に
は
六
人
の
親
族
が
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
五
人
は
安
麻
呂
と
の
親
族
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

係
が
戸
籍
上
で
確
認
で
き
な
い
寄
口
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。

　
寄
口
は
、
管
見
の
限
り
日
本
の
籍
帳
に
し
か
み
え
な
い
特
異
な
戸
口
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

現
存
す
る
中
国
の
籍
虫
類
を
通
覧
し
て
も
寄
口
と
覚
し
き
戸
口
は
確
認
で
き
ず
、

戸
は
全
て
親
族
ご
と
の
単
位
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
寄
口
が
日
本

独
自
の
制
度
で
あ
る
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
く
、
百
済
等
、
日
本
が
国
家
体

制
を
整
え
て
い
く
上
で
多
大
な
影
響
を
蒙
っ
た
で
あ
ろ
う
各
国
の
制
度
と
関
連

す
る
可
能
性
は
多
分
に
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
特
殊
な
制
度
を
日
本

（
倭
）
が
敢
え
て
導
入
し
た
と
い
う
事
実
は
、
日
本
古
代
の
戸
籍
制
度
の
特
質
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を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
反
映
し
て
い
る
も
の
と
期
待
で
き
る
。

第
二
節
　
寄
口
を
め
ぐ
る
議
論

　
寄
口
と
は
何
か
、
と
い
う
議
論
の
歴
史
も
ま
た
、
石
母
田
氏
の
耐
究
を
き
っ
か
け
と
し
て
本
格
的
に
始
ま
っ
た
。
石
母
田
氏
は
、
同
姓
の
寄

口
に
は
戸
主
と
の
親
族
関
係
が
あ
る
と
想
定
す
る
一
方
、
異
姓
の
寄
口
は
貧
窮
な
家
族
が
零
落
し
た
も
の
で
あ
る
と
捉
え
、
異
姓
寄
ロ
の
発
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
階
級
分
化
に
対
応
す
る
現
象
で
あ
る
と
評
価
し
た
。
寄
口
隷
属
民
説
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
一
方
で
、
石
母
田
説
へ
の
反
論
も
数
多
く
提
起
さ
れ
た
。
ま
ず
、
岡
本
堅
次
氏
は
、
法
的
擬
制
説
の
立
場
か
ら
、
五
十
戸
一
里
の
枠
組
を
維

持
す
る
た
め
戸
の
分
合
は
活
発
に
行
わ
れ
、
非
同
族
者
を
同
籍
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
と
論
じ
て
お
り
、
こ
こ
に
寄
ロ
の
発
生
要
因
を
見

出
し
て
い
る
。

　
一
方
、
異
姓
寄
口
も
ま
た
階
級
上
灘
ら
違
い
の
な
い
戸
主
の
親
族
で
あ
る
と
の
説
が
あ
り
、
寄
口
親
族
説
と
呼
ぶ
。
親
族
説
は
、
寄
口
の
発



大宝二年戸籍と寄口（本庄）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

生
原
因
と
い
う
観
点
か
ら
更
に
細
分
化
さ
れ
る
。
ま
ず
、
門
脇
禎
二
氏
に
よ
っ
て
最
初
に
提
出
さ
れ
た
、
戸
籍
制
度
の
技
術
的
問
題
に
原
因
を

求
め
る
見
解
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
戸
主
の
妹
と
そ
の
夫
が
同
一
戸
に
編
附
さ
れ
た
場
合
を
想
定
さ
れ
た
い
。
日
本
古
代
の
戸
籍
は
、
夫
を
妻

よ
り
先
に
表
示
す
る
と
い
う
戸
口
配
列
方
針
を
採
っ
て
い
る
た
め
、
戸
主
↓
そ
の
妹
↓
そ
の
夫
と
い
う
表
示
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
妹
の
夫

は
寄
口
と
表
記
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
訳
で
あ
る
。
寄
口
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
寄
口
と
表
示
さ
れ
る
に
至
っ

た
女
系
の
戸
主
親
族
が
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
ま
た
、
五
十
戸
　
里
の
枠
と
世
代
交
代
を
寄
口
の
発
生
原
因
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
こ
の
見
解
の
主
な
論
者
は
岸
俊
男
氏
で
あ
る
。
氏
に
よ

れ
ば
、
最
初
に
戸
籍
が
作
成
さ
れ
た
時
の
戸
は
家
族
実
態
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
戸
口
が
増
え
て
も
五
±
戸
一
里
の
枠
に
制
約
さ
れ
て
戸

の
分
立
が
で
き
な
い
制
度
で
あ
っ
た
た
め
、
世
代
交
代
を
重
ね
る
に
し
た
が
っ
て
、
戸
主
と
血
縁
の
遠
い
者
も
同
一
戸
に
附
せ
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
そ
う
し
た
遠
縁
の
者
た
ち
が
寄
ロ
と
称
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。

　
明
石
一
紀
氏
は
、
安
良
城
氏
等
の
説
く
「
編
戸
」
説
の
影
響
の
も
と
、
御
野
漆
戸
籍
の
寄
口
の
編
附
に
偏
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
寄
口
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

均
等
な
郷
戸
を
編
成
す
る
た
め
の
調
節
機
能
の
役
割
を
果
た
す
戸
口
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
一
方
、
南
部
舜
氏
は
岸
俊
男
氏
の
寄
口
親
族
説
に
実
証
的
な
反
論
を
加
え
た
。
さ
ら
に
寄
口
の
姓
の
分
布
を
分
析
し
た
結
果
、
積
極
的
に
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

系
親
族
説
を
否
定
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
氏
は
寄
口
に
つ
い
て
、
「
そ
の
発
生
は
婚
姻
関
係
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
富
強
な
戸
主
の
戸
に
、
非

血
縁
の
、
よ
り
下
層
の
農
民
が
吸
収
さ
れ
た
場
合
や
、
郡
衙
の
主
導
す
る
編
戸
に
お
い
て
、
弱
小
農
民
が
寄
せ
集
め
ら
れ
て
一
戸
を
形
成
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

際
に
発
生
す
る
の
が
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
の
結
論
に
達
し
た
。
石
母
田
氏
の
よ
う
に
、
戸
主
と
寄
口
と
の
間
に
階
級
的
な
差
異
ま
で

は
認
め
て
い
な
い
点
で
、
寄
口
隷
属
民
説
と
は
一
線
を
画
し
て
お
り
、
寄
口
下
層
理
説
と
呼
ん
で
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
戸
の
編
成
原
理
に
お
い
て
親
族
関
係
を
重
視
す
る
杉
本
氏
も
ま
た
寄
ロ
親
族
説
に
立
つ
論
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
杉
本
氏
が
論
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
し
て
挙
げ
た
史
料
の
解
釈
に
つ
い
て
は
南
部
草
平
の
鋭
い
批
判
が
あ
り
、
個
々
の
杉
本
氏
の
反
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
存
立
基
盤
に
大
き
な

不
安
を
抱
え
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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【表1】皆野国戸籍における寄口分布（明石一紀氏作成）

寄口正丁数戸主男系

eの正丁 0丁 1丁 2丁 3丁 4丁

0丁 0戸 0戸 1戸 0戸 0戸

1丁 3 5 4 1 1

2丁 12 9 9 0 0

3丁 14 4 1 1 0

4丁 20 1 1 0 1

5丁 11 2 0 0 0

6丁 2 0 0 0 0

7丁 1 0 0 0 0

8丁　　　　　3 0 0 0 0

（明石「日本における塁制と編戸制の特質」（註8）より）

第
三
節
　
近
年
の
寄
口
に
関
す
る
学
説
と
そ
の
検
討

は
有
効
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
氏
の
着
眼
点
は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
う
が
、

　
さ
ら
に
明
石
氏
は
そ
の
後
、
寄
口
親
族
説
を
強
く
主
張
す
る
よ
う
に
な
り
、

表
1
の
よ
う
に
戸
主
男
系
親
族
ー
寄
口
の
二
分
論
で
説
く
こ
と
は
自
説
に
不
都
合
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

で
は
、
戸
口
を
コ
μ
主
直
系
親
と
准
直
系
親
」
と
「
そ
れ
以
外
」

准
直
系
親
を
基
礎
と
し
た
う
え
で
、
同
別
籍
の
自
在
な
傍
系
親
・
寄
口
の
編
付
を
調
整
す
る
方
法
に
よ
っ
て
、

　
そ
れ
で
は
、
今
日
の
学
界
に
お
い
て
、
寄
口
親
族
説
と
寄
口
下
層
民
説
の
い
ず
れ

が
有
力
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
近
年
発
表
さ
れ
た
論
考
を
見
る
限
り
、
寄
口
親
族
説

が
優
勢
の
よ
う
で
あ
る
。

　
明
石
一
紀
氏
は
現
在
、
代
表
的
な
寄
口
親
族
説
の
論
者
で
あ
る
。
氏
は
前
述
の
と

お
り
、
寄
ロ
は
戸
を
均
一
化
す
る
機
能
を
も
っ
た
戸
口
で
あ
っ
た
と
の
見
解
を
か
つ

て
提
示
し
て
い
た
。
そ
し
て
後
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
、
本
稿
は
当
該
明
石
説
に
つ

い
て
、
真
実
の
一
端
を
照
ら
し
て
い
た
も
の
と
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
明
石
氏

が
根
拠
と
し
て
挙
げ
た
表
工
だ
け
で
は
、
＝
戸
内
の
正
丁
数
に
つ
き
、
戸
主
男
系
親

族
が
少
な
け
れ
ば
寄
口
が
多
く
、
戸
主
男
系
親
族
が
多
け
れ
ば
寄
ロ
が
少
な
い
と
い

う
傾
向
が
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
編
戸
」
説
が
説
く
よ
う
に
、
戸

全
体
と
し
て
正
丁
の
均
一
化
が
図
ら
れ
た
（
戸
主
男
系
親
族
＋
寄
ロ
ー
－
a
（
定
数
）
）
結

果
、
か
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
証
明
に
は
失
敗
し
た
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
戸
主
親
族
と
寄
口
に
は
実
質
的
な
差
が
な
い
と
評
価
し
た
結
果
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
年
出
版
さ
れ
た
著
書
の
新
稿

　
　
　
に
二
分
し
て
表
1
を
作
成
し
直
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
戸
主
の
直
系
親
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
各
戸
の
正
丁
数
が
あ
る
程
度
の
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基
準
を
満
た
す
よ
う
に
人
為
的
な
操
作
が
行
わ
れ
た
」
と
旧
稿
を
読
み
換
え
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
読
み
換
え
を
行
っ
て
も
、
旧

稿
の
欠
陥
は
全
く
克
服
さ
れ
て
い
な
い
。
旧
稿
は
そ
れ
で
も
、
寄
口
と
は
何
か
と
い
う
問
題
へ
の
解
答
を
試
み
た
も
の
と
し
て
意
義
が
あ
っ
た

が
、
新
稿
で
は
そ
れ
す
ら
失
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
新
稿
で
は
、
中
国
的
な
父
系
原
理
の
戸
を
戸
籍
上
に
表
現
す
る
た
め
、
そ
の
原
理
か

ら
は
み
出
た
女
系
親
族
等
を
寄
口
と
表
記
し
て
親
族
関
係
を
抹
消
し
た
、
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
本
来
戸
口
の
親
族
関
係
を
把
握
す

る
機
能
を
も
っ
て
い
た
は
ず
の
戸
籍
作
成
に
あ
た
っ
て
、
中
国
的
な
戸
を
表
現
す
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
親
族
関
係
を
抹
消
す
る
な
ど
と
い
う

操
作
が
行
わ
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
。

　
氏
の
寄
口
親
族
説
は
、
「
先
夫
女
」
と
続
柄
が
明
示
さ
れ
て
い
る
戸
ロ
を
挙
げ
て
、
寄
口
と
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
実
質
的
に
は
寄
口
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

他
な
ら
な
い
と
し
、
「
寄
口
明
記
型
」
と
「
寄
口
省
略
型
」
な
る
類
型
を
想
定
す
る
な
ど
、
寄
口
の
定
義
を
徒
に
広
げ
る
も
の
で
あ
り
、
残
念

な
が
ら
到
底
首
肯
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
氏
は
、
九
等
戸
区
分
の
下
等
な
戸
、
つ
ま
り
貧
し
い
戸
で
あ
れ
ば
あ
る
程
寄
口
が
多
い
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

寄
ロ
は
戸
主
へ
の
従
属
性
を
も
た
ず
、
寄
口
下
層
民
説
は
成
り
立
た
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
九
等
戸
区
分
は
戸
全
体
と
し
て
の
評

価
で
あ
る
か
ら
、
「
下
等
な
戸
に
寄
口
が
多
い
」
の
で
は
な
く
、
「
寄
口
が
多
い
戸
は
下
等
の
評
価
を
受
け
る
傾
向
に
あ
る
漏
と
み
る
の
が
正
し

い
。
よ
っ
て
、
明
石
氏
が
指
摘
し
た
事
実
は
、
む
し
ろ
寄
口
下
層
民
説
に
有
利
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
次
に
、
近
年
の
寄
口
親
族
説
と
し
て
、
井
上
亘
氏
の
所
論
も
検
討
し
て
お
き
た
い
。
氏
が
注
目
し
た
の
は
御
野
国
戸
籍
に
お
け
る
「
嫡
子
」

と
「
子
し
と
い
う
続
柄
表
示
の
使
い
分
け
で
あ
っ
た
。
氏
に
よ
る
と
、
コ
戸
主
、
戸
主
兄
・
弟
、
同
党
（
い
と
こ
）
と
い
っ
た
男
系
親
族
の
長
子

は
「
嫡
子
」
と
書
か
れ
」
、
「
そ
の
孫
の
世
代
の
長
子
は
「
子
」
と
書
か
れ
る
」
と
い
う
明
確
な
使
い
分
け
の
原
則
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

史
料
一
の
鷺
足
・
広
山
親
子
に
注
食
す
る
。
広
山
は
木
足
の
長
子
で
あ
る
か
ら
、
原
則
ど
お
り
で
あ
れ
ば
「
嫡
子
」
と
表
記
さ
れ
る
は
ず
で
あ

る
。
し
か
る
に
広
山
は
並
足
の
「
子
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
広
山
は
お
そ
ら
く
戸
主
の
外
孫
で
あ
ろ
う
、
広
山
の
母
は
戸
主
の
娘
・
伊

毛
売
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
。

　
嫡
子
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
何
ら
支
障
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
称
さ
れ
て
い
な
い
例
は
、
御
金
国
戸
籍
に
九
例
確
認
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で
き
る
。
父
親
と
長
男
の
組
み
合
わ
せ
ば
御
野
国
戸
籍
に
二
八
一
例
確
認
で
き
る
の
で
、
例
外
は
非
常
に
少
な
い
。
よ
っ
て
、
霜
野
国
戸
籍
に

お
い
て
、
「
嫡
子
」
と
「
子
」
を
使
い
分
け
る
原
則
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
点
は
首
肯
で
き
よ
う
。
例
外
九
例
の
う
ち
、
子
と
称
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
例
は
八
例
あ
る
。
内
訳
は
、
戸
主
の
弟
の
子
が
二
例
（
雪
布
里
）
、
戸
主
の
甥
の
子
が
一
例
（
太
布
里
）
、
戸
主
の
甥
の
弟
の
子
が
一
例
（
園
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

里
）
、
戸
主
の
同
党
の
子
が
一
例
（
半
布
里
）
、
寄
口
の
子
が
　
例
（
半
布
里
）
、
寄
口
の
弟
の
子
が
二
例
（
半
布
里
）
。
ま
た
、
児
と
称
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

る
例
が
、
寄
口
の
子
で
一
例
（
肩
々
里
）
確
認
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
の
例
外
に
つ
い
て
井
上
勝
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
ま
ず
戸
主
親
族
に
つ
い
て
、
甥
の
例
を
除
き
子
の
母
が
不
明
で
あ
る
か
ら
、

母
方
の
孫
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
寄
口
に
つ
い
て
は
、
寄
口
の
弟
の
子
は
嫡
子
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

原
則
が
あ
っ
た
ら
し
い
と
想
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
栗
栖
田
里
で
は
寄
口
の
弟
の
長
子
が
嫡
子
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
原
則
は
半
布
里
特

有
の
も
の
ら
し
い
。
し
か
し
戸
主
の
甥
の
弟
の
子
が
嫡
子
に
な
っ
て
い
な
い
例
が
春
曇
里
に
あ
る
か
ら
、
兄
弟
を
一
体
と
み
て
弟
に
嫡
子
を
立

て
さ
せ
な
い
慣
例
は
半
布
里
以
外
に
も
あ
っ
た
の
だ
、
と
。

　
し
か
し
井
上
氏
が
目
を
つ
ぶ
っ
た
甥
の
例
で
は
、
甥
の
妻
は
若
桜
部
姓
で
あ
り
、
戸
主
の
県
主
族
姓
と
は
一
致
し
な
い
。
ま
た
、
弟
の
子
が

嫡
子
と
さ
れ
な
い
と
い
う
原
則
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
範
囲
が
不
明
確
で
あ
り
、
い
か
に
も
苦
し
い
。

　
井
上
氏
が
こ
の
よ
う
な
例
外
処
理
に
追
わ
れ
て
い
る
の
は
、
氏
の
寄
口
女
系
親
族
説
が
、
「
嫡
子
」
と
「
子
」
の
使
い
分
け
の
原
則
は
徹
底

し
て
お
り
、
例
外
に
も
合
理
的
な
説
明
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
木
足
子
広
山
」

と
い
う
表
記
が
「
木
足
嫡
子
広
山
」
の
誤
記
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
は
考
慮
の
外
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
井
上
氏
は
、
孫
の
世
代
が
「
子
」
と
表
記
さ
れ
る
と
い
う
。
広
山
の
例
で
い
え
ば
、
男
系
を
た
ど
れ
ば
「
嫡
子
」
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

女
系
を
た
ど
れ
ば
戸
主
の
孫
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
に
「
子
」
と
書
か
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て
女
系
の
表
記
が
男

系
の
表
記
に
優
先
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
氏
の
見
解
は
、
「
子
」
表
記
そ
の
も
の
を
、
孫
世
代
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
記
号
の
よ
う
に
扱

う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
置
き
換
え
は
少
々
安
易
に
過
ぎ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
嫡
子
を
立
て
得
る
要
件
に
つ
い
て
も
、
寄
口
の
弟
に
は
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嫡
子
が
立
て
ら
れ
な
い
、
入
婿
と
推
定
さ
れ
た
木
足
に
も
嫡
子
は
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
る
な
ど
、
嫡
子
を
立
て
る
資
格
を
ひ
ど
く
限
定
的

に
と
ら
え
て
い
る
点
が
疑
問
で
あ
る
。
御
野
国
戸
籍
は
下
総
国
戸
籍
と
違
っ
て
嫡
子
を
立
て
る
範
囲
が
極
め
て
広
く
、
井
上
氏
が
想
定
す
る
よ

う
な
、
き
め
細
か
な
立
嫡
要
件
が
定
め
ら
れ
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
嫡
子
」
と
「
子
」
の
使
い
分
け
基
準
は
、
も
っ
と
機
械
的
に
解
し
て
も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
「
男
系
の
直
系
尊
属
と

同
籍
し
て
い
る
者
の
子
は
嫡
子
と
称
さ
な
い
」
と
い
う
原
則
を
想
定
す
れ
ば
、
よ
り
整
合
的
に
解
釈
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
前
述
の
例
外
は
、

直
系
尊
属
が
死
亡
す
る
な
ど
し
て
、
「
子
」
が
「
嫡
子
」
と
な
る
要
件
を
備
え
た
時
、
修
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
さ
れ
な
か
っ
た
、
単

純
な
修
正
も
れ
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

　
直
系
尊
属
が
生
き
て
い
る
者
の
子
は
嫡
子
と
は
称
さ
れ
ず
、
逆
に
直
系
尊
属
が
死
に
さ
え
す
れ
ば
、
長
男
以
外
の
者
の
子
で
あ
っ
て
も
嫡
子

と
称
さ
れ
る
と
い
う
原
則
は
、
黒
垂
国
戸
籍
に
お
け
る
嫡
子
の
性
格
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
が
、
本
稿
の
考
察
対
象
か
ら
外
れ
る
の
で
、
後

考
を
期
し
て
今
は
措
く
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
寄
口
親
族
説
の
史
料
的
な
根
拠
が
薄
弱
で
あ
る
と
い
う
一
点
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
、
女
系
親
族
説
は
寄
口
の
発
生
原
因
を
造
言
の
技
術
的
な
問
題
に
求
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
杉
本
氏
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
戸
籍
に

あ
ら
わ
れ
な
い
も
の
は
戸
籍
に
よ
っ
て
証
明
で
き
な
い
と
い
う
自
己
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
。

　
造
幣
技
術
上
の
問
題
を
寄
口
の
発
生
原
因
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
自
体
に
も
疑
問
が
残
る
。
何
故
な
ら
、
寄
口
と
い
う
制
度
が
、
女
系
親
族

を
表
示
す
る
上
で
そ
れ
程
便
利
な
制
度
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
女
婿
な
ど
、
姻
族
関
係
を
示
す
続
柄
表
示
を
採
用
す
る
こ
と

な
く
、
寄
ロ
な
ど
と
い
う
中
国
の
戸
籍
制
度
と
連
関
し
な
い
曖
昧
な
用
語
を
何
故
わ
ざ
わ
ざ
導
入
し
た
の
か
。
寄
口
の
発
生
原
因
を
造
籍
技
術

上
の
問
題
に
求
め
る
見
解
は
、
寄
口
と
い
う
制
度
が
日
本
の
戸
籍
制
度
に
組
み
込
ま
れ
た
積
極
的
な
理
由
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
近
年
の
寄
口
研
究
で
は
、
造
籍
時
と
い
う
瞬
間
に
お
い
て
寄
口
が
い
か
な
る
人
々
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
重
点
を
置
く
あ
ま
り
、
寄
口
が

歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
発
生
し
、
い
か
な
る
変
容
を
蒙
っ
た
か
と
い
う
、
石
母
田
氏
以
来
の
問
題
を
軽
視
し
過
ぎ
て
は
い
な
か
っ
た
か
。
ど
の
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年
代
の
戸
籍
に
お
い
て
も
寄
口
が
同
一
の
性
質
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
基
づ
き
、

寄
ロ
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。

①
　
　
『
大
日
本
古
文
書
こ
六
七
頁
。

②
寄
ロ
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
秦
人
省
議
一
人
で
あ
る
。
よ
っ
て

　
厳
密
に
言
う
と
、
寄
口
と
称
し
得
る
の
は
木
足
の
み
で
、
そ
れ
以
外
の
四
人
は
寄

　
口
親
族
と
称
す
る
べ
き
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
あ
ま
り
に
も
煩
雑
と
な
る

　
虞
が
あ
る
の
で
、
今
は
し
ば
ら
く
寄
口
と
総
称
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

③
池
田
温
『
中
国
古
代
籍
帳
研
究
－
概
観
・
録
文
i
㎏
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一

　
九
七
九
年
）
、
㎎
吐
魯
番
出
土
文
書
㎞
（
文
物
繊
版
社
）
。

④
　
石
母
田
正
「
古
代
家
族
の
形
成
過
程
」
（
前
掲
）
三
五
頁
、
五
一
頁
。

⑤
岡
本
堅
次
「
古
代
籍
帳
の
郷
戸
と
房
戸
に
つ
い
て
」
（
㎎
山
形
大
学
紀
要
（
人
文

　
科
学
）
㎞
二
、
一
九
五
〇
年
）
。

⑥
門
脇
禎
二
〔
上
代
の
地
方
政
治
…
五
十
戸
…
里
の
制
を
中
心
と
し
て
一
」
（
藤

　
直
幹
（
編
）
凹
古
代
村
落
と
宗
教
㎞
、
若
竹
書
房
、
一
九
五
一
年
）
二
〇
三
頁
。

⑦
岸
俊
男
門
律
令
制
の
社
会
機
構
」
（
前
掲
）
＝
謡
＝
頁
。

⑧
明
石
一
紀
「
日
本
に
お
け
る
里
制
と
編
戸
制
の
特
質
一
2
九
七
七
年
度
歴
史

　
学
研
究
会
大
会
報
告
㎎
民
族
と
国
家
隔
、
青
木
書
店
、
一
九
七
七
年
）
。

⑨
南
部
舞
「
岸
理
論
勤
「
歪
拡
大
説
」
の
検
討
」
（
同
『
日
本
古
代
戸
籍
の
研
究
㎞
、

　
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
、
初
出
一
九
七
八
年
）
。

⑩
南
部
易
「
籍
帳
研
究
史
の
二
つ
の
問
題
－
寄
口
の
性
格
と
郡
衙
の
役
鋼
に
つ
い

　
て
一
」
（
同
噸
B
本
古
代
戸
籍
の
研
究
隔
（
前
掲
）
、
初
出
へ
九
八
四
年
）
。

⑪
南
部
異
門
籍
帳
研
究
史
の
二
つ
の
問
題
－
寄
口
の
性
格
と
郡
衙
の
役
調
に
つ
い

　
て
一
」
（
前
掲
）
二
七
五
頁
。

⑫
杉
本
一
樹
「
編
戸
覇
再
検
討
の
た
め
の
覚
書
」
（
前
掲
）
。

⑬
南
部
易
「
籍
帳
研
究
史
の
二
つ
の
問
題
－
寄
口
の
性
格
と
郡
衙
の
役
割
に
つ
い

　
て
一
」
（
箭
掲
）
二
七
九
頁
。

⑭
杉
本
一
樹
『
日
本
古
代
結
石
の
研
究
』
（
前
掲
）
六
〇
一
頁
。

⑮
明
石
一
紀
「
郷
戸
編
成
と
調
庸
制
－
里
（
郷
）
制
下
の
編
戸
制
…
」
（
同
噸
編

　
戸
制
と
調
転
轍
の
基
礎
的
考
察
一
日
・
朝
・
中
三
国
の
比
較
研
究
1
㎞
、
校
倉
書

　
房
、
二
〇
～
一
年
）
。

⑯
　
明
石
～
紀
「
寄
口
の
便
宜
的
性
格
に
つ
い
て
一
西
海
道
戸
籍
を
中
心
と
し
て

　
一
扁
（
同
『
編
戸
制
と
調
庸
制
の
基
礎
的
考
察
－
日
・
朝
・
中
三
国
の
比
較
研
究

　
一
』
（
前
掲
）
、
初
出
一
九
九
〇
年
）
一
＝
二
頁
。

⑰
　
明
石
一
紀
「
日
本
に
お
け
る
里
鵜
と
編
戸
制
の
特
質
」
（
前
掲
）
、
同
「
寄
口
の

　
便
宜
的
牲
格
に
つ
い
て
一
西
海
道
戸
籍
を
中
心
と
し
て
一
」
（
前
掲
）
二
〇
八
頁
。

⑱
井
上
亘
醤
寄
人
」
か
ら
み
た
戸
」
（
新
川
登
亀
男
・
早
川
万
年
（
編
）
『
美
濃

　
國
戸
籍
の
総
合
的
研
究
㎞
、
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
。

⑲
㎎
大
日
本
古
文
轡
篇
六
七
頁
、
九
～
頁
。

⑳
噸
大
二
本
古
文
書
黒
八
○
頁
。

⑳
騨
大
臼
本
古
文
書
；
一
五
頁
。

⑫
　
　
『
大
兄
本
古
文
書
こ
八
六
頁
。

鐙
　
　
『
大
口
口
本
古
文
書
二
』
六
七
頁
。

⑭
　
　
『
大
口
口
本
古
文
鞭
省
一
』
六
五
｝
貝
、
七
一
二
頁
。

⑳
　
御
野
国
戸
籍
に
は
、
男
子
は
「
子
」
、
女
子
は
「
児
」
と
表
記
す
る
原
則
が
あ

　
る
。
よ
っ
て
こ
の
例
の
場
合
は
、
「
子
」
の
誤
字
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
な
お
、

　
井
上
氏
は
こ
の
例
に
は
署
及
し
て
い
な
い
。

㊧
　
　
魍
大
潤
本
古
文
書
一
㎞
四
二
頁
。
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第
二
章
　
御
野
国
・
酉
海
道
両
戸
籍
に
み
え
る
差
異

第
一
節
　
課
丁
数
か
ら
み
た
寄
口
の
分
布

大宝二年戸籍と寄口（本庄）

　
義
江
氏
は
御
野
国
戸
籍
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、
正
丁
数
・
兵
士
数
・
老
若
男
女
含
め
た
全
戸
口
数
と
い
う
三
つ
の
数
値
を
指
標
と
し
て
用

い
た
。
義
江
氏
は
戸
の
均
一
化
や
三
政
戸
と
い
う
戸
の
等
級
付
け
が
軍
事
力
編
成
を
騒
的
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
、
こ
う
し
た
指
標
を

用
い
た
訳
で
あ
る
。
し
か
し
兵
士
は
正
嘉
三
一
歳
～
六
〇
歳
の
男
子
）
ば
か
り
で
は
な
く
、
僅
か
な
が
ら
少
丁
（
一
七
歳
～
二
〇
歳
の
男
子
）
も

含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、
三
政
戸
の
「
政
」
と
い
う
字
義
に
つ
い
て
も
、
諸
史
料
か
ら
確
認
さ
れ
る
限
り
、
兵
役
よ
り
は
む
し
ろ
公
租
公
課
と

　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

関
連
す
る
と
の
指
摘
が
あ
り
、
三
態
戸
の
背
景
に
は
「
戸
別
の
調
」
の
遺
制
が
あ
る
と
の
説
と
も
相
番
っ
て
注
意
さ
れ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、

正
丁
だ
け
で
な
く
、
賦
役
を
負
担
す
る
落
丁
・
次
丁
（
六
一
歳
～
六
五
歳
の
男
子
及
び
残
疾
（
軽
度
の
障
碍
を
も
つ
者
で
、
こ
こ
で
は
特
に
正
丁
の
年
令

に
あ
た
る
者
）
）
の
分
布
に
も
着
目
し
て
い
き
た
い
。
正
混
一
に
対
し
、
調
や
雑
樒
の
負
担
量
が
正
丁
の
半
分
と
な
る
装
丁
は
○
・
五
、
四
分
の

一
と
な
る
少
丁
は
○
・
二
五
と
し
て
算
定
し
た
数
値
を
以
下
課
丁
数
と
称
す
る
。

　
表
■
の
i
～
…
皿
は
笹
野
国
戸
籍
に
お
け
る
戸
主
及
び
そ
の
親
族
で
あ
る
こ
と
が
続
柄
で
明
示
さ
れ
て
い
る
者
（
戸
主
親
族
群
と
総
称
す
る
）
の

課
丁
数
と
寄
口
の
課
丁
数
の
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
サ
ン
プ
ル
と
し
て
用
い
た
の
は
、
戸
主
親
族
等
の
課
丁
数
と
寄
ロ
の
課
丁
数
が
全

て
判
明
し
て
い
る
戸
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か
の
デ
ー
タ
が
一
部
で
も
失
わ
れ
て
い
る
戸
の
情
報
は
、
今
回
は
使
用
し
な
か
っ
た
。

（
i
）
加
毛
郡
半
布
里
（
表
i
）

　
半
布
里
戸
籍
は
熊
野
国
戸
籍
の
中
で
最
も
現
存
率
が
高
い
。
推
定
全
五
八
戸
中
、
巻
首
の
四
戸
を
除
く
五
四
戸
の
姿
を
ほ
ぼ
完
全
に
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
表
を
通
覧
す
る
と
、
戸
主
親
族
群
課
丁
数
三
の
ラ
イ
ン
が
分
水
嶺
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
窺
え
る
。
芦
主
親
族
群
課
丁
数
が
三
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【表∬一i】御尋国加毛一半布里の寄口分布

寄口課丁数

0．00 0．25 0．50 0．75 1．00 L25 1．50 1．75 2．00 2．25 2．50 2．75 3．00

0．00

0．25

0．50

0．75

1．oo 1 1

1．25 1 1 1

L50 1

1．75

2．00 1 1 1 1 1

2．25

2．50 1

2．75 1 1

3．00 5 1 1 1 1

一
戸
主
親
族
群
課
丁
数

3．25 4
「

3．50 2

3．75 2

4．00 5

4．25 5 1

4．50 3

4．75 2

5．00 3

5．25 2 1

5．50

5．75

6．00

6．25 1

の
場
合
、
寸
寸
の
寄
口
が
い
る
割

合
は
ほ
ぼ
五
分
五
分
で
あ
る
が
、

三
よ
り
小
さ
い
戸
に
は
九
三
％
の

割
合
で
二
丁
の
寄
口
が
い
る
。
反

対
に
三
を
超
え
る
と
、
九
四
％
の

割
合
で
寄
口
は
い
な
い
。
戸
主
親

族
群
の
課
丁
数
が
三
を
超
え
る
と

四
丁
寄
口
が
ほ
ぼ
全
く
い
な
く
な

る
と
い
う
、
は
っ
き
り
と
し
た
偏

り
が
確
認
で
き
る
。

（
h
）
味
一
間
郡
一
部
里
（
表
i
）

　
戸
主
親
族
群
課
丁
数
四
～
四
・

二
五
の
ラ
イ
ン
に
分
水
嶺
が
あ
る
。

こ
の
ラ
イ
ン
で
十
二
寄
口
が
い
る

割
合
は
五
分
五
分
だ
が
、
こ
の
ラ

イ
ン
未
満
の
場
合
は
八
三
％
の
割

合
で
寄
ロ
が
お
り
、
こ
れ
を
超
え

る
と
寄
口
は
全
く
い
な
く
な
る
。
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大宝二年戸籍と寄口（本庄〉

　　　　　　　　　　【表ll　一ii】御野国味蜂問郡春部里の寄口分布

寄口課丁数

0．00 0．25 0．50 0．75 1．00 1．25 L50 1．75 2．00 2．25 2．50 5．75

0．00

0．25

0．50

0．75

1．00 1 1

L25

L50 1

1．75

2．00 1 1 1

2．25 1

2．50 1 1

2．75

3．00 2

3．25 1

3．50

3．75

4．00 1 1

　
戸
主
親
族
群
課
丁
数

4．25 1 1

4．50 1

4．75 1

5．00

5．25 1

5．50 2

5．75

6．00 3

6．25

6．50 1

6．75

7．00

7．25

7．50

7．75

8．00

8．25 1

8．50 1
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【表H－iii】御野国本餐郡栗栖太里の寄口分布

寄口課丁数

0．00 0．25 0．50 0．75 LOO 1．25 L50 1．75 2．00 2．25 2．50

0．00

0．25 1

0．50

0．75

1．00 1 1 1

1．25 1

1．50

L75

2．00 1 1 1

2．25 2 1 1

2．50 1

2．75

…
戸
主
親
族
群
課
丁
数

3．00 2

3．25

3．50 1

3．75

4．00

4．25

4．50

4．75 1

5．00 1

5．25 1

5．50

5．75 1

（…

秩
j
本
蟹
郡
栗
栖
太
里
（
表
…
珊
）

　
戸
主
親
族
群
課
丁
数
二
～
二
・
二
五
の

ラ
イ
ン
に
分
水
嶺
が
あ
る
。
こ
の
ラ
イ
ン

で
課
丁
寄
口
が
い
る
割
合
は
前
二
者
と
同

じ
く
五
分
五
分
だ
が
、
こ
の
ラ
イ
ン
未
満

の
場
合
は
必
ず
寄
口
が
お
り
、
逆
に
こ
れ

を
超
え
る
と
全
く
い
な
い
。

（
V
）
山
方
郡
三
井
田
里

　
デ
ー
タ
利
用
で
き
る
例
数
が
七
し
か
な

い
が
、
そ
の
範
囲
で
は
課
丁
寄
口
が
一
切

い
な
い
と
い
う
特
徴
を
も
つ
。
た
だ
し
、

デ
ー
タ
利
用
で
き
な
か
っ
た
不
完
全
戸
の

中
に
課
丁
寄
口
が
数
人
確
認
で
き
る
の
で
、

三
井
田
里
全
体
で
課
鳥
寄
ロ
が
全
く
い
な

か
っ
た
と
い
う
訳
で
は
な
い
。

（
v
）
肩
県
郡
肩
々
里

　
丁
数
が
三
し
か
な
く
、
し
か
も
国
造
大

庭
の
戸
と
い
う
一
項
国
戸
籍
で
も
屈
指
の

富
強
な
戸
を
含
む
た
め
、
傾
向
を
つ
か
む
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こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
以
上
、
御
主
国
に
お
け
る
寄
口
の
分
布
を
課
丁
数
か
ら
確
認
し
た
。
そ
の
結
果
、
半
布
・
春
部
・
栗
栖
太
各
車
で
は
、
戸
主
親
族
群
の
課
丁

数
が
一
定
の
数
値
に
達
す
る
と
、
課
丁
寄
口
が
い
な
く
な
る
と
い
う
傾
向
が
確
認
で
き
た
。
こ
れ
ら
三
里
の
戸
籍
は
御
亡
国
戸
籍
の
中
で
も
特

に
多
く
の
戸
が
現
存
し
て
い
る
戸
籍
で
あ
る
か
ら
、
デ
ー
タ
と
し
て
の
信
頼
度
は
高
い
。
一
部
、
異
常
に
課
丁
数
が
集
中
し
て
大
き
く
な
っ
て

い
る
戸
も
存
在
す
る
が
あ
く
ま
で
も
例
外
的
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
、
戸
主
親
族
群
課
丁
数
に
＝
疋
の
基
準
ラ
イ
ン
が
存
在
し
、
こ
れ
が
課
丁

寄
口
の
有
無
を
決
定
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
基
準
ラ
イ
ン
は
里
ご
と
に
違
っ
て
お
り
、
半
布
里
で
三
、
春
部
里
で
四
、
栗
栖
太
白
で
二

付
近
で
あ
る
。
現
存
す
る
部
分
で
確
認
し
た
各
里
の
一
戸
内
平
均
課
丁
数
は
半
面
里
で
四
・
○
○
、
無
慮
里
で
四
・
八
九
、
栗
梱
太
里
で
三
・

二
一
二
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
里
全
体
の
課
丁
数
の
多
寡
が
基
準
ラ
イ
ン
決
定
に
影
響
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

　
こ
う
し
た
傾
向
は
、
西
海
道
戸
籍
で
も
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

大宝二年戸籍と寄口（本庄）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

史
料
二
　
筑
前
国
嶋
郡
川
辺
里
戸
籍

戸
主
大
家
部
猪
手
年
捌
拾
騨
歳

妻
物
部
夜
波
良
売
年
漆
拾
弐
歳

男
大
家
部
鳥
麻
呂
年
騨
拾
騨
歳

男
大
家
部
忍
鳥
年
参
拾
騨
歳

孫
大
家
部
宇
志
麻
呂
年
弐
拾
壱
歳

婦
葛
野
部
瞠
豆
売
年
参
拾
弐
歳

孫
女
大
家
部
夜
賀
比
売
年
拾
伍
歳

小丁正正正書誉
女妻丁丁丁妻老

課
戸嫡嫡

弟子
鳥
麻
呂
妻

鳥
麻
呂
女
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婦
額
田
部
乎
太
売
年
弐
拾
漆
歳

孫
大
家
部
久
爾
西
年
壱
歳

孫
女
大
家
部
国
売
年
騨
歳

卜
部
乎
弥
乃
年
参
拾
壱
歳

妻
物
部
奈
良
豆
売
年
弐
拾
参
歳

男
卜
部
麻
呂
年
参
歳

女
卜
部
麻
呂
売
年
壱
歳

緑緑丁正小緑丁
女児妻丁女児妻

忍
鳥
妻

上
件
ニ
ロ
忍
鳥
男
女

寄
口嫡嫡

女子

44　（822）

戸
主
大
家
部
割
興
を
筆
頭
に
、
一
四
人
の
戸
口
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。
一
戸
口
一
行
の
体
裁
の
ほ
か
、
続
柄
表
示
や
戸
口
の
配
列
順
な
ど
、
与

野
国
戸
籍
と
比
べ
て
多
く
の
差
異
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
御
野
国
戸
籍
と
同
じ
大
宝
二
年
と
い
う
年
紀
を
も
2
戸
籍
で
あ
る
。

　
西
海
道
戸
籍
に
つ
い
て
も
、
御
論
賛
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
計
算
を
行
い
、
戸
主
親
族
群
と
寄
口
の
課
丁
数
分
布
を
受
皿
の
i
～
・
1
1
に
表
し

た
。

（
i
）
筑
前
国
嶋
郡
川
辺
黒
（
表
i
）

　
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
戸
主
親
族
群
課
丁
数
の
小
さ
い
戸
に
寄
口
が
い
る
こ
と
が
多
い
と
い
え
る
が
、
御
野
土
で
み
た
よ
う
な
分
水
嶺
は
確

認
で
き
な
い
。

（・

普
j
豊
前
国
仲
津
郡
丁
里
（
表
・
n
）

　
や
は
り
戸
主
親
族
鷺
宮
丁
数
の
小
さ
い
戸
に
寄
口
が
多
い
の
は
事
実
だ
が
、
は
っ
き
り
と
し
た
線
引
き
が
で
き
る
状
態
で
は
な
い
。

（…

･
）
豊
前
国
上
三
毛
郡
・
豊
後
国

　
例
数
僅
少
の
た
め
傾
向
を
つ
か
む
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。



大宝二年戸籍と寄口（本庄）

　　　　　　　　　　　【表皿一i】筑前国嶋郡川辺里の寄口分布

寄口課丁数

0．00 0．25 0．50 0．75 1．00 1．25 L50 1．75 2．00 2．25 2．50 5．25

0．00

0．25

0．50

0．75

1．00 1 2 1 1 1

1．25 1

1．50

1．75

2．00

2．25 1

2．50 1

2．75

3．00 1

3．25

3．50

3．75

4．00 1

一
戸
主
親
族
群
課
丁
数

4．25

4．50

4．75 1

5．00 1

5．25

5．50

5．75 1

6．00

6．25

6．50

6．75

7．00

7．25

7．50

7．75

8．00

8．25 1
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【断頭一ii】豊前国仲津郡丁里の寄口分布

寄口課丁数

0．00 0．25 0．50 0．75 LOO 1．25 1．50 1．75 2．00 2．25 2．50 ．　　　　P 3．25 4．50 4．75

0．00

0．25

0．50

0．75

1．00 1

1．25

1．50 1

1．75

戸
主
親
族
三
二
丁
数

2．00 2

2．25 1 1

2．50 1 1

2．75

3．00 2 1

3．25 1

3．50

3．75 ユ

4．00 1 1

　
以
上
が
西
海
道
戸
籍
に
お
け
る
丁
丁
寄
口
の
分
布
で
あ
る
。
御

野
国
戸
籍
に
お
い
て
は
一
定
の
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
る
か

な
り
明
確
な
偏
り
が
あ
っ
た
の
に
対
し
、
西
海
道
戸
籍
に
み
え
る

偏
り
は
限
定
的
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
実
は
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
ま
ず
御
坐
国
で
は
、

戸
主
親
族
群
課
丁
数
の
多
寡
に
応
じ
て
、
課
丁
壮
ロ
の
有
無
が
決

定
さ
れ
て
い
た
も
の
と
覚
し
い
。
こ
れ
は
、
里
ご
と
に
一
戸
あ
た

り
課
丁
数
を
均
一
化
す
る
た
め
の
調
整
枠
と
し
て
、
寄
口
と
い
う

制
度
が
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
か
か
る
調
整
機
能

を
十
全
に
果
た
す
た
め
、
寄
口
は
人
為
的
に
分
割
さ
れ
、
各
戸
に

配
分
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
西
海
道
で
は
、

御
一
国
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
寄
口
を
め
ぐ
る
人
為
的
操
作
の
痕
跡

は
み
い
だ
し
難
い
。
せ
い
ぜ
い
各
戸
の
課
丁
数
の
差
が
大
き
く
な

り
過
ぎ
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
程
度
で

あ
る
。

　
御
野
国
・
西
海
道
両
戸
籍
に
お
け
る
造
籍
原
理
は
、
従
来
大
差

な
い
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
寄
口
に
関
し
て
み
る
と

き
、
以
上
の
よ
う
な
差
異
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
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大宝二年戸籍と寄口（本庄）

第
二
節
寄
口
の
規
模

　
前
節
で
は
、
御
野
国
の
寄
口
が
、
一
戸
あ
た
り
の
課
丁
数
を
調
整
す
る
た
め
人
為
的
に
分
割
さ
れ
た
戸
口
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し

た
。
も
し
仮
に
こ
の
よ
う
な
分
割
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
御
託
国
に
お
け
る
寄
口
は
西
海
道
に
比
べ
て
破
片
的
に
な
る
は

ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
御
諭
旨
・
西
海
道
両
戸
籍
に
お
け
る
各
戸
ご
と
の
寄
口
の
規
模
に
も
着
目
し
て
お
き
た
い
。

　
戸
内
に
お
け
る
戸
主
親
族
群
の
人
数
と
寄
口
の
人
数
が
比
較
で
き
る
事
例
は
、
御
野
国
で
一
一
〇
例
、
西
海
道
で
三
七
例
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
寄
ロ
の
人
数
が
戸
主
親
族
群
の
人
数
を
上
回
っ
て
い
る
例
は
、
御
野
国
で
九
例
、
西
海
道
で
は
一
五
例
確
認
で
き
る
。
御
薪
国
で
は
わ
ず
か

八
％
で
あ
る
が
、
西
海
道
で
は
三
八
％
で
あ
り
、
そ
の
差
は
歴
然
で
あ
る
。
御
野
国
戸
籍
の
寄
口
の
規
模
は
西
海
道
戸
籍
の
そ
れ
に
比
べ
て
一

般
的
に
小
さ
く
、
破
片
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
た
だ
、
こ
の
場
合
は
女
子
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
寄
口
女
系
親
族
説
の
立
場
か
ら
は
、
寄
口
の
妻
が
戸
主
親
族
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る

か
、
寄
口
の
妻
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
か
で
結
果
に
差
異
が
出
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
反
論
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
課
丁
数
に
つ

い
て
の
み
比
較
し
て
み
る
と
、
御
言
国
は
一
〇
％
、
西
海
道
は
二
八
％
と
な
る
。
差
は
縮
ま
っ
て
は
い
る
が
、
御
野
国
の
方
が
西
海
道
に
比
べ

て
寄
ロ
の
規
模
が
小
さ
い
の
は
確
実
で
あ
る
。

　
郊
野
国
に
も
と
も
と
破
片
的
な
親
族
集
団
が
多
い
と
い
う
よ
う
な
地
域
的
な
偏
差
で
説
明
す
る
こ
と
も
あ
る
程
度
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
御

薩
国
の
相
対
的
な
規
模
の
小
さ
さ
は
決
定
的
で
あ
り
、
人
為
的
な
分
割
を
蒙
っ
て
い
た
疑
い
が
強
い
。
一
方
、
西
海
道
戸
籍
の
寄
口
は
、
課
丁

数
を
調
整
す
る
と
い
う
性
格
は
弱
く
、
一
定
数
以
上
の
ま
と
ま
り
を
も
つ
親
族
集
団
が
分
割
さ
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
附
籍
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

　
以
上
、
御
軍
国
に
お
い
て
は
、
西
海
道
よ
り
も
人
為
性
の
強
い
戸
の
編
成
が
行
わ
れ
て
い
た
と
覚
し
く
、
そ
の
具
体
的
な
手
段
が
寄
口
の
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま

分
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
『
令
集
解
騙
鞍
置
の
法
家
諸
説
に
は
、
里
の
分
立
に
関
し
て
、
「
乗
れ
る
所
の
五
十

47　（825）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

戸
以
上
な
ら
ば
、
別
に
里
長
を
置
く
な
り
。
十
戸
に
満
た
ず
は
、
大
村
里
に
寄
附
す
る
な
り
」
「
大
村
に
寄
附
す
る
な
り
」
「
大
村
に
寄
附
す
る

　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

の
時
」
と
い
っ
た
所
論
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
郡
に
つ
い
て
も
、
「
若
し
二
里
に
足
ら
ず
は
便
宜
の
郡
に
寄
附
す
る
の
み
」
と
の
解
釈
が
な

　
　
　
　
⑦

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
同
様
に
、
戸
と
し
て
の
最
低
基
準
を
満
た
さ
な
い
戸
口
群
に
、
他
の
戸
口
を
寄
附
す
る
と
い
う
の
が
寄
口
と
い
う
語

の
由
来
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

48　（826）

第
三
節
　
課
丁
の
数
と
里
の
実
態

　
繰
り
返
し
と
な
る
が
、
現
存
す
る
部
分
で
確
認
し
た
二
戸
内
平
均
課
丁
数
は
半
布
里
で
四
・
○
○
、
春
骨
導
で
四
・
八
九
、
栗
栖
太
里
で

三
・
二
三
で
あ
る
。
ま
た
三
井
田
里
は
首
部
が
現
存
し
て
お
り
、
平
均
課
丁
数
は
三
・
三
七
と
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
御
野
国
で
は
、
一
部
大

規
模
な
戸
が
例
外
的
に
存
在
し
て
い
る
も
の
の
、
大
局
と
し
て
、
寄
口
の
配
分
に
よ
っ
て
一
戸
あ
た
り
課
丁
数
の
均
一
化
が
図
ら
れ
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
隠
里
の
平
均
課
丁
数
は
、
戸
籍
の
現
存
し
て
い
な
い
部
分
を
あ
わ
せ
て
も
、
　
　
若
干
増
え
る
こ

と
は
予
想
さ
れ
る
も
の
の
　
　
現
存
部
分
だ
け
で
確
認
し
た
平
均
課
丁
数
と
大
差
な
い
も
の
と
推
定
で
き
る
。
つ
ま
り
、
御
野
国
戸
籍
に
お
い

て
は
、
各
里
ご
と
の
平
均
課
丁
数
に
大
き
な
偏
差
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
⑨

　
佐
々
木
恵
介
氏
は
、
一
戸
平
均
四
光
丁
と
五
十
戸
～
里
原
則
の
両
者
が
厳
守
さ
れ
た
結
果
、
書
籍
に
あ
た
っ
て
は
、
各
里
の
課
丁
数
均
一
化

が
実
現
さ
れ
て
い
た
と
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
平
野
国
戸
籍
に
関
し
て
い
え
ば
、
佐
々
木
説
は
成
り
立
ち
が
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ま
た
、
半
布
里
の
全
戸
数
は
五
八
も
あ
り
、
御
野
国
戸
籍
に
お
い
て
は
五
十
戸
一
里
原
則
す
ら
厳
守
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
厳
密
な
意
味
で
の
各
戸
の
均
一
化
は
御
野
国
戸
籍
に
お
い
て
も
も
と
よ
り
実
現
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
西
海
道
戸
籍
に
比
べ
れ
ば
、
均
一

化
へ
の
指
向
性
が
か
な
り
強
い
と
い
う
差
異
が
あ
る
こ
と
は
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
御
野
葬
戸
籍
の
均
一
化
は
、
各
里
に
お
け
る
課
丁

数
の
多
寡
に
応
じ
た
個
別
の
基
準
に
則
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
は
安
良
城
・
義
江
両
氏
や
明
石
氏
が
想
定
し
た
よ
う
な
全

国
共
通
の
均
一
化
と
は
質
を
異
に
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
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戸
に
し
て
も
里
に
し
て
も
、
均
～
化
が
徹
底
で
き
な
か
っ
た
事
実
の
裏
に
は
、
血
縁
・
地
理
と
い
っ
た
実
情
と
の
兼
ね
合
い
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
里
に
つ
い
て
は
、
七
世
紀
以
来
、
仕
丁
の
出
身
母
体
で
あ
る
と
同
時
に
資
養
集
団
と
し
て
、
仕
丁
と
排
他
的
な
紐
帯
で
結
ば
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
何
ら
か
の
実
態
を
有
し
て
い
た
蓋
然
性
は
高
い
。
里
の
規
模
が
、
あ
る
程
度
の
規
格
性
を
保
ち
つ
つ
も
偏
っ
て
い

る
の
は
、
こ
う
し
た
実
態
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
。

　
御
定
国
戸
籍
の
編
成
方
法
は
、
西
海
道
戸
籍
に
は
み
ら
れ
な
い
特
殊
性
を
有
し
て
い
る
。
鶴
野
国
で
こ
の
よ
う
な
方
法
が
採
ら
れ
て
い
た
背

景
に
は
い
か
な
る
歴
史
的
な
要
請
が
あ
っ
た
の
か
。
以
下
、
章
を
改
め
て
究
明
し
て
い
き
た
い
。

　
①
吉
村
武
彦
「
戸
令
と
戸
政
」
（
同
『
日
本
古
代
の
社
会
と
国
家
』
、
岩
波
書
店
、
　
　
い
う
特
色
も
あ
る
。
こ
れ
を
偶
然
と
み
ず
、
必
然
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
半
布
里

　
　
一
九
九
六
年
）
等
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
五
八
と
い
う
戸
数
は
、
黒
内
の
全
課
丁
数
か
ら
逆
算
し
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で

②
岸
俊
男
「
律
令
制
の
社
会
機
構
」
ハ
前
掲
）
二
八
九
頁
。

③
噸
大
日
本
古
文
害
嘉
一
〇
〇
～
一
〇
一
頁
。

④
門
令
集
解
㎞
戸
令
－
為
黒
条
「
置
戸
町
五
十
戸
為
黒
」
の
項
再
三
。

⑤
『
令
集
解
馳
戸
令
－
為
黒
条
「
千
路
量
置
」
の
項
義
解
。

⑥
　
　
『
令
集
解
㎞
戸
令
－
飼
桶
条
「
随
便
言
置
」
の
蜂
起
記
。

⑦
『
令
集
解
』
戸
令
2
定
郡
条
穴
記
。

⑧
戸
の
規
模
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
完
存
し
に
く
い
た
め
、
分
析
に
用
い
た

　
戸
は
比
較
的
小
規
模
な
も
の
が
多
い
可
能
性
が
高
い
。
戸
の
現
存
部
分
の
み
で
確

　
認
し
た
三
井
田
里
の
課
丁
数
平
均
は
二
・
九
三
で
あ
る
。

⑨
佐
々
木
恵
介
「
律
令
里
制
の
特
質
に
つ
い
て
1
日
・
唐
の
比
較
を
中
心
と
し
て

　
一
」
（
『
史
学
雑
誌
㎞
九
五
－
二
、
　
…
九
八
六
年
）
。

⑩
半
布
里
戸
籍
に
は
、
一
戸
平
均
四
課
丁
が
か
な
り
の
確
度
で
実
現
し
て
い
る
と

　
あ
る
と
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
里
内
の
課
丁
数
が
四
×
五
〇
戸

　
未
満
の
里
に
つ
い
て
は
、
五
十
戸
一
里
と
い
う
原
則
が
適
用
さ
れ
、
超
過
し
た
里

　
に
つ
い
て
は
、
一
戸
四
王
丁
計
算
で
超
過
し
た
分
だ
け
戸
数
を
増
や
す
。
半
布
里

　
に
お
け
る
戸
の
編
成
方
法
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
一
定
以
上
課
丁
数
が

　
増
加
す
れ
ば
、
そ
れ
に
連
動
し
て
戸
も
増
加
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
と
い
う

　
こ
と
に
な
る
。
一
戸
平
均
四
課
丁
が
半
布
里
戸
籍
に
お
い
て
特
殊
な
位
置
づ
け
を

　
与
え
ら
れ
て
い
た
と
仮
定
し
た
場
合
の
推
論
に
過
ぎ
な
い
が
、
ひ
と
つ
の
仮
説
と

　
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
。

⑪
櫛
木
謙
周
「
律
令
制
下
に
お
け
る
細
査
藩
主
制
度
」
（
同
噌
日
本
古
代
労
働
力

　
編
成
の
研
究
㎞
、
塙
書
房
、
一
九
九
六
年
、
初
出
｝
導
入
四
年
）
、
市
大
樹
「
石
神

　
遺
跡
北
方
域
の
性
格
と
木
簡
」
（
同
鯛
飛
鳥
藤
原
木
簡
の
研
究
』
、
塙
書
房
、
二
〇

　
一
〇
年
、
初
出
二
〇
〇
五
年
）
。
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第
三
章
　
戸
籍
の
書
式
と
造
籍
原
理

第
【
節
　
戸
籍
の
醤
式
変
更

　
前
章
で
は
、
御
忌
国
・
西
海
道
両
戸
籍
の
間
に
上
蓋
の
原
理
上
差
異
が
み
い
だ
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
と
こ
ろ
で
両
戸
籍
は
、
と
も
に
大

宝
二
年
と
い
う
年
紀
を
も
っ
て
い
な
が
ら
、
戸
の
編
成
方
法
だ
け
で
な
く
、
外
形
上
に
も
一
見
し
て
分
か
る
程
の
違
い
が
あ
る
。
戸
籍
作
成
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

あ
た
っ
て
は
、
「
式
に
依
り
て
勘
造
せ
よ
」
と
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
書
式
に
よ
っ
て
造
る
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
よ
う
な
差
異
が
生
じ
た
原
因
と
し
て
は
、
大
別
し
て
、
時
期
差
に
よ
る
と
す
る
見
解
と
、
地
域
差
に
よ
る
と
す
る
見
解
が
並
存
し
て

い
る
。

　
　
　
　
　
②

　
川
上
多
助
氏
は
、
西
海
道
戸
籍
が
施
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
大
宝
令
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
裾
野
国
戸
籍
は
前
代
の
方
式
、
或
い

は
浄
御
原
令
の
定
め
る
方
式
に
な
ら
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
定
し
た
。

　
　
　
　
③

　
岸
俊
男
氏
は
、
戸
籍
に
み
え
る
人
名
に
着
目
し
た
。
戸
籍
に
は
十
二
支
の
動
物
に
因
ん
だ
名
前
が
散
見
す
る
が
、
氏
は
そ
れ
が
生
年
に
因
ん

だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
証
明
し
た
上
で
、
大
宝
二
年
は
寅
年
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
歳
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
中

に
卯
年
に
因
む
名
前
の
者
が
多
い
こ
と
か
ら
、
西
海
道
戸
籍
は
大
宝
三
年
も
か
な
り
経
過
し
て
か
ら
完
成
し
た
可
能
性
が
高
い
と
指
摘
し
た
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
続
い
て
鎌
田
元
一
氏
は
、
大
宝
四
年
四
月
に
鋳
造
さ
れ
た
諸
国
印
に
み
え
る
国
名
表
記
に
注
目
し
た
。
氏
は
、
「
い
さ
さ
か
大
胆
」
と
断
り

つ
つ
も
、
諸
国
印
が
全
国
に
頒
下
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
名
表
記
が
新
た
に
公
定
・
施
行
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
見
解
を
提
示
し
た
。
そ
し

て
、
西
海
道
戸
籍
の
縫
に
、
「
筑
前
」
「
豊
前
」
と
い
う
新
表
記
が
見
え
て
い
る
た
め
、
同
戸
籍
が
書
か
れ
た
時
期
は
早
く
と
も
大
宝
四
年
四
月

下
旬
以
後
、
と
年
代
比
定
し
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
西
海
道
戸
籍
の
年
代
が
大
宝
二
年
よ
り
も
新
し
く
見
積
も
ら
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
御
野
国
・
西
海
道
両
戸
籍
の
違
い
を

時
期
差
と
み
る
見
解
に
有
利
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
～
方
、
両
芦
籍
の
差
異
は
地
域
差
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
平
川
声
量
は
、
陸
奥
国
窓
口
損
益
帳
、
宮
城
県

多
賀
城
跡
出
土
戸
籍
抜
書
木
簡
、
宮
城
県
山
王
遺
跡
第
一
七
次
調
査
三
号
漆
紙
文
書
等
、
陸
奥
国
に
お
け
る
籍
帳
関
連
史
料
を
比
較
し
、
陸
奥

国
に
お
け
る
籍
帳
の
記
載
様
式
は
長
期
間
に
一
旦
っ
て
御
嶽
国
同
様
の
書
式
を
保
ち
続
け
て
い
た
と
指
摘
し
た
上
で
、
書
式
変
更
の
画
期
を
養
老

五
年
（
七
二
一
）
に
求
め
た
。
そ
し
て
、
陸
奥
国
と
御
亭
国
は
共
に
東
山
道
で
あ
る
か
ら
、
東
山
道
で
は
養
老
五
年
ま
で
独
自
の
書
式
を
使
用

し
て
お
り
、
養
老
五
年
に
な
っ
て
初
め
て
書
式
統
一
が
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　
平
川
氏
が
説
く
地
域
差
説
は
、
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
異
な
る
年
次
の
籍
帳
類
が
複
数
存
在
す
る
唯
　
の
国
は
陸
奥
国
で
あ
っ
た
と
い
う
事

実
に
立
脚
し
て
い
る
。
時
期
差
説
は
、
御
野
国
戸
籍
が
西
海
道
戸
籍
と
書
式
を
異
に
し
て
い
る
原
因
を
、
浄
葦
原
令
か
ら
大
宝
令
へ
の
移
行
期

と
い
う
特
殊
な
時
期
に
お
け
る
前
代
の
方
式
の
踏
襲
に
見
出
す
訳
で
あ
る
か
ら
、
陸
奥
国
に
お
け
る
書
式
変
更
が
和
銅
年
間
（
七
〇
八
～
七
一

五
）
以
降
ま
で
下
る
と
い
う
地
域
差
説
の
指
摘
は
、
陸
奥
国
以
外
の
他
国
に
お
け
る
書
式
の
統
　
が
大
宝
令
施
行
以
後
相
当
の
時
間
を
経
て
も

進
ん
で
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
確
定
は
し
な
い
ま
で
も
蓋
然
性
は
高
め
る
も
の
と
し
て
、
時
期
差
説
へ
の
有
効
な
反
論
と
な
り
得
た
。

　
し
か
し
二
〇
一
二
年
四
月
、
福
岡
県
太
宰
府
市
国
分
松
本
遺
跡
で
出
土
し
た
木
簡
に
よ
り
、
状
況
に
変
化
が
生
じ
た
。
本
木
簡
を
総
合
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

検
討
し
た
坂
上
康
俊
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
西
海
道
に
お
け
る
七
世
紀
の
戸
籍
は
、
御
野
面
戸
籍
に
極
め
て
近
い
様
式
で
あ
っ
た
こ
と

が
確
定
し
た
。
少
な
く
と
も
西
海
道
に
お
い
て
は
、
大
宝
二
年
戸
籍
の
作
成
時
に
書
式
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
御
与
国
戸
籍
の
書
式
が
七
世
紀
以
来
の
古
い
書
式
を
踏
襲
し
た
も
の
で
、
西
海
道
戸
籍
の
書
式
が
八
世
紀
に
な
っ
て
初
め
て
導
入
さ
れ
た
新

し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
以
上
の
事
実
か
ら
動
か
な
い
も
の
と
思
う
。
問
題
は
、
両
書
式
の
切
り
替
え
の
画
期
を
、
大
宝
期
（
七
〇

一
～
七
〇
四
）
に
お
く
か
、
養
老
期
（
七
一
七
～
七
一
西
）
に
お
く
か
、
と
い
う
点
に
絞
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
『
令
集
解
』
墨
引
古
記
は
、
「
養
老
五
年
籍
式
」
な
る
も
の
に
言
及
し
て
お
り
、
養
老
五
年
造
籍
に
あ
た
り
、
新
し
い
書
式
が
作
成
さ
れ
た
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こ
と
は
疑
い
な
い
。
ま
た
、
霊
亀
三
年
（
七
一
七
1
1
養
老
元
年
）
五
月
に
は
「
大
計
帳
・
四
季
帳
・
六
年
見
玉
帳
・
青
苗
簿
・
輸
租
帳
等
の
式
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

以
て
七
道
諸
国
に
頒
下
す
」
と
の
記
事
が
み
え
て
お
り
、
公
文
書
の
書
式
に
大
規
模
な
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
し
か
し
、
霊
亀
三
年
と
は
、
鎌
田
元
一
氏
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
と
お
り
、
郷
黒
制
の
施
行
さ
れ
た
年
に
あ
た
っ
て
い
る
か
ら
、
霊
亀
三
年

と
養
老
五
年
の
書
式
変
更
は
、
郷
里
制
施
行
に
関
わ
る
一
連
の
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
こ
の
頃
に
大
規
模
な
書
式
変
更
が
確
認
で

き
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
統
一
的
な
書
式
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
戸
籍
が
「
式
に
依
り
て
塑
造
」

す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
統
一
書
式
が
全
国
に
頒
下
さ
れ
て
い
た
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
り
、
大
宝
末
年
頃
に
西
海
道
で
書
式
の
変
更
が
行

わ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
書
式
変
更
は
他
国
に
も
及
ん
で
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　
以
上
の
と
お
り
、
本
稿
は
時
期
差
説
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
陸
奥
国
に
お
い
て
は
古
い
書
式
が
維
持
さ
れ
て
い
た
と

い
う
平
川
氏
の
指
摘
も
無
視
し
得
な
い
。
太
政
官
申
送
を
目
的
と
し
な
い
地
方
保
管
の
事
務
文
書
に
は
古
い
書
式
が
残
存
し
た
の
で
あ
る
、
と

説
明
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
が
、
陸
奥
国
と
い
う
特
殊
な
行
政
区
域
に
お
い
て
、
七
世
紀
に
使
用
さ
れ
て
い
た
古
い
書
式
が
使
わ
れ

続
け
て
い
る
と
い
う
事
実
に
は
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
後
述
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
御
身
国
戸
籍
の
書
式
が
西
海
道
戸
籍
の

書
式
に
比
べ
て
古
い
と
い
う
点
と
、
西
海
道
戸
籍
の
書
式
へ
の
切
り
替
え
画
期
が
大
宝
末
年
頃
で
あ
る
と
い
う
点
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
で
は
、
前
章
で
指
摘
し
た
造
籍
原
理
の
差
異
と
書
式
の
切
り
替
え
と
の
問
に
関
連
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
両
戸
籍
の
書
式
上
の
差
異
と
し
て
、

御
覧
国
戸
籍
は
三
脚
戸
と
い
う
戸
の
等
級
付
け
を
行
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
西
海
道
戸
籍
に
は
そ
の
よ
う
な
等
級
は
み
ら
れ
ず
、
代
わ
り
に
課

役
を
負
担
す
る
課
戸
と
、
全
く
負
担
し
な
い
不
課
戸
の
別
が
あ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
西
海
道
戸
籍
は
、
不
課
戸
1
1
課
丁
が
一
人
も
い

な
い
戸
が
存
在
し
得
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
書
式
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
御
野
曝
戸
籍
の
三
精
製
は
、
前
述
の
と
お
り
、
兵
役
だ

け
で
な
く
課
役
と
も
か
か
わ
る
等
級
付
け
と
考
え
ら
れ
、
ど
の
戸
で
あ
っ
て
も
、
等
級
ご
と
の
差
は
あ
れ
、
必
ず
課
役
を
負
担
す
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
下
野
国
戸
籍
が
各
戸
の
課
丁
数
調
整
に
殊
更
留
意
し
て
い
る
の
は
、
不
課
戸
を
決
し
て
出
さ
な
い
と
い
う
方
針
の
反
映
と
評
価
す
る
こ
と
が
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で
き
る
。
一
方
の
西
海
道
戸
籍
で
は
、
課
丁
数
を
調
整
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
限
定
的
で
あ
り
、
む
し
ろ
血
縁
的
な
結
合
を
よ
り
重
視
し
た
編

成
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
軍
籍
方
針
を
突
き
詰
め
て
い
け
ば
、
不
課
戸
の
発
生
も
将
来
的
に
は
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

三
政
戸
区
分
か
ら
課
戸
・
不
課
戸
区
分
へ
と
い
う
書
式
上
の
変
更
は
、
皆
野
国
戸
籍
の
課
丁
数
均
一
化
か
ら
西
海
道
出
藍
の
親
族
中
心
へ
と
い

う
造
籍
方
針
転
換
に
即
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節
　
造
籍
原
理
と
そ
の
転
換

　
御
難
国
戸
籍
で
は
、
戸
と
い
う
単
位
が
課
役
、
つ
ま
り
入
力
・
物
資
双
方
の
供
給
源
と
し
て
強
力
な
統
制
下
に
置
か
れ
て
お
り
、
規
模
の
調

整
に
も
特
別
な
配
慮
が
加
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
統
制
を
必
要
し
た
原
因
と
し
て
、
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
白
村
江
敗
戦
前
後
の
日
本
（
倭
）
が
体
験
し
た
戦
時
体
制
で

あ
ろ
う
。
御
帝
国
戸
籍
の
皇
籍
方
針
は
、
御
乱
国
戸
籍
が
作
成
さ
れ
た
大
宝
二
年
当
時
に
お
け
る
社
会
状
況
に
対
応
し
た
も
の
で
は
な
く
、
七

世
紀
の
戦
時
体
制
に
応
じ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
課
丁
数
調
整
の
た
め
に
小
さ
な
親
族
集
団
を
時

に
は
適
宜
分
割
し
な
が
ら
別
の
親
族
集
団
に
寄
附
す
る
、
と
い
う
寄
口
の
制
度
も
必
要
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
七
世
紀
後
葉
、
戸
籍
制
度
が
変
成
す
る
と
、
寄
口
に
も
変
化
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
女
性
の
附
籍
は
丘
ハ
役
や
租
税
と
は
直
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

関
係
が
な
い
が
、
庚
午
年
籍
以
降
は
広
く
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
本
来
の
寄
口
は
、
課
丁
数
調
整
の
た
め
公
権
力
に
よ
っ
て
制
度
的
に
創
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
戸
籍
制
度
が
人
力
・
物
資
の
徴
収
と
は
直
接
関
係
の
な
い
要
素
を
取
り
込
ん
だ
結
果
、
身

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

寄
り
の
な
い
高
齢
女
性
な
ど
の
破
片
的
な
戸
口
も
何
ら
か
の
か
た
ち
で
戸
に
編
入
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
と
、
彼
ら
も
ま
た
便
宜
上
「
寄

口
」
と
し
て
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
公
権
力
に
よ
っ
て
創
ら
れ
る
積
極
的
な
意
味
に
お
け
る
寄
口
だ
け
で
な
く
、
全
て

の
戸
口
を
ど
こ
か
の
戸
に
編
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
に
よ
っ
て
生
じ
た
消
極
的
な
意
味
に
お
け
る
寄
口
も
ま
た
、
後
発
的
に
発

生
し
た
の
だ
ろ
う
。
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⑬

　
し
か
る
に
、
日
本
の
軍
事
的
な
緊
張
は
天
前
朝
後
半
に
は
解
消
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
八
世
紀
に
な
る
と
、
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）

の
遣
唐
使
派
遣
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
平
時
体
制
へ
と
完
全
に
移
行
す
る
。
大
宝
末
年
頃
に
行
わ
れ
た
戸
籍
の
書
式
変
更
は
、
七
世
紀
戦
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

体
制
下
で
育
ま
れ
て
き
た
戸
籍
制
度
と
の
決
別
を
意
味
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
で
は
、
大
宝
の
書
式
変
更
以
降
、
御
上
国
に
み
え
る
よ
う
な
戸
の
編
成
は
完
全
に
消
滅
し
た
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
一
部
に
残
存

し
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
駅
戸
に
お
い
て
は
、
戸
数
と
丁
数
双
方
で
規
模
が
法
定
さ
れ
て
い
た
と
い
い
、
そ
の
維
持
に
は
相
当
な
配
慮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
払
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
駅
戸
に
お
け
る
特
殊
な
戸
の
編
成
方
法
を
う
か
が
う
上
で
注
目
さ
れ
る
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
。
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⑯

史
料
王
　
山
王
遺
跡
第
一
七
次
調
査
出
土
漆
紙
文
書
　
三
号
文
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
子

　
　
　
　
　
　
年
□
　
歳
　
　
　
　
少

　
　
　
　
年
伍
拾
歳
　
　
　
　
　
　
正
丁

　
　
　
　
　
陸
拾
伍
歳
　
　
　
　
　
老
女
　
上
件
十
ニ
ロ
従
白
麻
呂
□

　
　
　
　
　
口
壱
拾
不
□
　
口
　
男
　
　
…
鰭
姥
　
二
緑
児
　
口
陸
女

　
　
　
　
課
見
半
輸
正
丁

財
部
小
里
年
伍
　
伍
歳
　
　
　
　
　
正
丁
　
課
戸

妻
財
部
古
祢
売
年
伍
拾
難
歳
　
　
　
丁
妻

男
財
部
得
麻
呂
年
弐
拾
玖
歳
　
　
　
　
丁
　
割
附
駅
家
里
戸
主
丈
三
具
麻
呂
為
戸

男
財
部
真
得
年
弐
拾
伍
歳
　
　
　
　
　
丁

女
財
部
得
刀
自
売
年
拾
伍
歳



女
財
部
真
得
売
年
拾
弐
口

　
□
□
［
慧
弐

大宝二年戸籍と寄口（本庄）

里
制
あ
る
い
は
郷
里
制
下
、
つ
ま
り
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）
以
前
の
計
帳
と
推
定
さ
れ
て
い
る
史
料
で
あ
る
。
財
部
小
里
の
戸
口
で
あ
る
得

麻
呂
に
注
目
さ
れ
た
い
。
彼
は
駅
家
里
の
丈
部
祢
麻
呂
の
戸
に
割
附
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
得
麻
呂
は
、
父
・
小
里
と
い
う
最
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

近
し
い
親
族
関
係
に
あ
る
戸
主
の
戸
口
（
し
か
も
恐
ら
く
は
嫡
子
）
で
あ
り
な
が
ら
、
敢
え
て
割
か
れ
て
別
里
の
戸
に
附
せ
ら
れ
て
い
る
訳
で
あ

る
。
駅
家
里
と
い
う
特
殊
な
行
政
区
画
に
お
け
る
戸
の
編
成
に
際
し
て
は
、
時
に
は
親
族
関
係
の
優
先
順
位
を
無
視
し
て
で
も
、
公
権
力
に
よ

る
戸
の
移
配
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
編
成
方
法
は
、
陸
奥
国
に
も
存
続
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
節
で
も
確
認
し
た
と
お
り
、
陸
奥
国
で
は
七
世
紀
以
来

の
古
い
書
式
が
長
く
使
用
さ
れ
続
け
て
お
り
、
他
国
と
共
通
す
る
書
式
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
か
な
り
時
期
が
下
る
可
能
性
が
高
い
。

対
蝦
夷
の
前
線
基
地
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
た
陸
奥
国
に
お
い
て
、
七
世
紀
戦
時
体
制
下
の
造
籍
原
理
が
、
書
式
と
と
も
に
存
続
す
る
こ
と

は
あ
り
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
陸
奥
国
で
は
、
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
五
月
に
「
相
模
・
上
総
・
常
陸
・
上
野
・
武
蔵
・
下
野
六
国
の
富
民
千
戸
を
移
し
て
陸
奥
に
配
せ
り
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
い
う
大
規
模
な
移
民
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
前
後
の
期
間
に
は
、
出
羽
国
へ
の
移
配
も
極
め
て
活
発
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
情
勢
下
、
養
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

四
年
（
七
二
〇
）
十
一
月
に
、
出
羽
国
で
房
戸
の
租
が
免
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
房
戸
と
は
従
来
の
戸
の
内
部
に
分
立
さ
れ
た

と
覚
し
き
小
規
模
な
戸
で
あ
り
、
郷
里
制
施
行
と
同
時
期
に
諸
史
料
で
確
認
で
き
る
。
出
羽
国
で
房
戸
の
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
は
、
陸
奥
国
も
同
様
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、
す
な
わ
ち
霊
亀
三
年
の
大
計
帳
以
下
の
書
式
変
更
が
両
国
に
も
及
ん
で
い
た
可

　
　
　
　
⑳

能
性
は
高
い
。
諸
国
か
ら
大
量
の
移
民
を
受
け
入
れ
て
い
た
最
中
の
霊
亀
三
年
に
、
諸
国
で
大
計
帳
以
下
の
書
式
が
変
更
さ
れ
た
た
め
、
陸
奥

国
で
も
新
書
式
が
導
入
さ
れ
、
こ
れ
と
連
動
す
る
形
で
養
老
五
年
壁
式
も
採
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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①
戸
令
1
9
造
戸
籍
条
。

②
川
上
多
助
「
古
代
戸
籍
考
」
（
同
『
日
本
古
代
社
会
史
の
研
究
㎞
、
河
出
螢
房
、

　
一
九
四
七
年
、
初
出
～
九
四
三
年
〉
一
七
四
頁
。

③
岸
俊
男
「
十
二
支
と
古
代
人
名
」
（
同
百
本
古
代
籍
帳
の
研
究
㎞
（
前
掲
）
、

　
初
出
一
九
六
〇
年
）
。

④
鎌
田
元
～
「
律
令
制
国
名
表
記
の
成
立
偏
（
同
㎎
律
令
公
民
制
の
研
究
』
、
塙
書

　
房
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
九
五
年
）
。

⑤
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
元
年
四
月
甲
子
（
九
目
）
条
。

⑥
平
川
南
「
出
土
文
字
資
料
と
正
倉
院
文
書
」
（
同
『
古
代
地
方
木
簡
の
研
究
』
、

　
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
、
初
出
一
九
九
九
年
）
、
同
門
多
賀
城
の
創
建
年
代
」

　
（
同
『
古
代
地
方
木
簡
の
研
究
匝
（
荊
掲
）
、
初
出
一
九
九
三
年
）
。

⑦
坂
上
康
俊
「
嶋
評
戸
口
変
動
記
録
木
簡
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
『
木
簡
研
究
』
三

　
五
、
二
〇
一
三
年
）
。

⑧
『
令
集
解
撫
戸
令
2
3
応
分
条
「
及
嫡
子
各
二
分
」
の
項
。

⑨
『
続
日
本
紀
睡
養
老
元
年
五
月
辛
酉
（
二
十
二
目
）
条
。

⑩
鎌
田
元
一
「
郷
里
罰
の
施
行
と
霊
亀
元
年
式
」
（
同
『
律
令
公
民
制
の
研
究
』

　
（
前
掲
）
、
初
出
一
九
九
一
年
）
。

⑪
　
南
部
揖
「
庚
午
年
籍
と
西
海
道
戸
籍
無
姓
者
」
（
岡
噸
日
本
古
代
戸
籍
の
研
究
幅

　
（
前
掲
）
、
初
出
一
九
七
八
年
）
三
七
七
頁
。

⑫
古
代
社
会
に
お
い
て
は
、
男
女
の
婚
姻
の
対
称
性
は
崩
れ
て
お
り
、
身
寄
り
の

　
な
い
女
性
も
多
く
発
生
し
て
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。
今
津
勝
紀
「
日
本

　
古
代
の
村
落
と
地
域
社
会
」
（
同
噸
日
本
古
代
の
税
制
と
社
会
㎞
、
塙
書
房
、
二
〇

　
＝
一
年
、
初
出
二
〇
〇
三
年
）
。

⑬
吉
川
真
司
『
日
本
の
古
代
史
③
飛
鳥
の
都
㎞
（
岩
波
書
店
、
二
〇
＝
年
）
一

　
五
八
頁
。

⑭
　
編
成
方
法
の
変
化
に
直
接
的
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
日
本
が
平
時
体
制
に
移

　
目
し
た
こ
と
に
よ
る
行
政
方
針
の
転
換
で
あ
る
が
、
間
接
的
な
要
困
と
し
て
、
戸

　
婚
律
に
「
祖
父
母
父
母
在
り
、
而
る
に
子
孫
別
籍
異
財
せ
ば
、
徒
一
一
年
」
と
す
る

　
規
定
が
存
在
し
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
大
宝
律
は
大
宝
元
年
八

　
月
に
令
と
と
も
に
完
成
し
た
が
、
令
が
同
年
中
に
施
行
さ
れ
た
の
に
対
し
、
律
は

　
翌
二
年
工
月
に
よ
う
や
く
「
始
め
て
新
律
を
天
下
に
頒
つ
」
と
し
て
施
行
を
命
じ

　
ら
れ
た
よ
う
で
、
七
月
に
「
律
を
講
ず
」
と
い
う
こ
と
が
始
ま
り
、
十
月
に
天
下

　
諸
国
に
頒
下
さ
れ
て
い
る
。
大
宝
律
の
前
身
で
あ
る
浄
榛
原
律
に
つ
い
て
は
不
明

　
な
点
が
多
く
、
少
な
く
と
も
諸
司
諸
国
に
頒
下
さ
れ
て
い
た
様
子
は
全
く
窺
え
な

　
い
。

　
　
祖
父
母
や
父
母
と
の
別
籍
を
禁
じ
る
戸
軍
律
の
規
定
は
、
戸
口
が
主
体
的
に
分

　
籍
を
行
え
る
唐
の
制
度
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
戸
を
編
成

　
す
る
権
限
が
公
権
力
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
て
い
た
日
本
に
お
い
て
は
、
戸
婚
律
の

　
規
定
は
、
戸
の
編
成
を
行
う
公
権
力
、
具
体
的
に
は
戸
籍
作
成
に
強
い
主
体
性
を

　
発
揮
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
郡
（
南
部
舜
「
籍
帳
研
究
史
の
二
つ
の
問
題

　
－
寄
口
の
性
格
と
郡
衙
の
役
割
に
つ
い
て
一
」
（
前
掲
）
）
を
規
毒
す
る
こ
と
に
な

　
つ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑮
永
田
英
明
「
駅
伝
馬
制
経
営
の
基
本
構
造
…
駅
戸
の
編
成
を
中
心
に
一
」
（
同

　
㎎
古
代
駅
伝
馬
制
度
の
研
究
臨
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
、
初
期
一
九
九
三

　
年
）
。

⑯
多
賀
城
寮
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
『
多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
誉
第
三

　
九
集
　
山
王
遺
跡
－
第
1
7
次
調
査
－
出
土
の
漆
紙
文
書
㎞
（
多
賀
城
市
教
育
委
員

　
会
、
一
九
九
五
年
〉
。

⑰
も
し
同
里
内
で
の
移
動
で
あ
れ
ば
、
「
同
黒
」
と
表
記
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。

⑱
咽
続
日
本
紀
幅
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
五
月
庚
戌
（
三
十
日
）
条
。

⑲
『
続
日
本
紀
隔
和
銅
七
年
（
七
一
四
）
十
月
丙
申
（
二
日
）
条
、
霊
亀
二
年

　
（
七
｝
六
）
九
月
乙
未
（
二
十
三
日
）
条
、
養
老
元
年
（
七
一
七
）
草
月
丁
酉

　
（
二
十
⊥
ハ
n
口
）
条
、
　
同
ロ
ニ
年
（
七
一
九
）
七
月
｝
内
申
（
九
日
）
条
。

⑳
『
類
聚
国
史
』
巻
八
三
免
租
税
養
老
四
年
十
一
月
甲
戌
（
二
十
六
日
）
条
。
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（
㊧
　
杉
本
一
樹
氏
は
、
房
戸
制
の
導
入
が
養
老
四
年
ま
で
遅
れ
る
と
の
説
（
杉
本
一

　
樹
「
房
戸
捌
の
再
検
討
1
そ
の
特
質
と
存
続
期
間
－
偏
（
笹
山
晴
生
（
編
）
欄
日
本

　
律
令
制
の
構
造
甑
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
を
提
起
し
て
い
る
。
重
要
な

　
問
題
提
起
で
あ
り
、
改
め
て
検
討
す
る
必
要
を
痛
切
に
感
じ
て
い
る
。
た
だ
、
養

老
四
年
十
一
月
に
房
戸
の
租
を
免
じ
る
と
あ
る
以
上
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
房

戸
は
既
に
客
観
的
に
明
確
な
区
分
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
と
想
定
せ
ざ
る

を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
　
わ
　
り
　
に

大宝二年戸籍と寄口（本庄）

　
御
野
曝
戸
籍
と
西
海
道
戸
籍
を
主
に
寄
口
の
性
質
の
違
い
と
い
う
点
か
ら
比
較
し
、
前
者
で
は
七
世
紀
の
戦
時
体
制
、
後
者
で
は
八
世
紀
の

平
時
体
制
に
即
し
た
編
成
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
と
論
じ
て
き
た
。

　
本
稿
は
、
寄
口
を
純
粋
に
制
度
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
戸
籍
と
実
態
と
の
関
わ
り
か
ら
寄
口
を
論
じ
て
き
た
従
来
の
研
究
と
の
関

連
を
改
め
て
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
寄
口
と
は
本
来
、
単
独
で
は
戸
た
り
得
な
い
戸
口
群
に
寄
附
さ
れ
た
戸
口
で
あ
っ
た
。
た
だ

し
、
戸
の
寄
附
や
里
の
寄
附
の
場
合
と
違
い
、
主
と
な
る
戸
口
群
と
寄
と
な
る
戸
口
群
と
は
、
人
数
の
多
寡
で
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
寄
口
の
集
団
の
方
が
戸
主
を
出
す
集
団
よ
り
も
小
さ
い
こ
と
が
多
い
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
前
述
の
と
お
り
、
逆
転
し
て
い
る
場
合
も
少

な
か
ら
ず
あ
り
、
人
数
以
外
の
決
定
要
因
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
般
的
に
戸
主
と
な
る
者
が
他
の
戸
口
に
比
べ
て
富
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
以
上
、
寄
口
と
は
、
単
独
で
は
戸
た
り
得
な
い
集
団
や
個
人
が
、
よ
り
富
強
な
　
　
つ
ま
り
戸
政

を
行
わ
せ
る
上
で
公
権
力
か
ら
み
て
よ
り
有
利
な
1
他
の
集
団
に
寄
附
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
で
は
、
そ
の
寄
附
さ
れ
る
先
の
戸
は
ど
の
よ
う
に
選
択
さ
れ
て
い
た
の
か
。
仮
に
寄
口
親
族
説
に
よ
る
な
ら
ば
、
こ
の
選
択
の
時
点
に
お
い

て
親
族
関
係
が
重
視
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
訳
だ
が
、
南
部
氏
が
明
ら
か
に
し
た
姓
の
分
布
か
ら
み
て
も
妥
当
性
は
低
い
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
御
属
国
に
お
い
て
は
、
課
丁
数
調
整
を
図
る
目
的
で
親
族
を
分
割
さ
れ
、
別
戸
に
配
分
さ
れ
た
寄
口
も
少
な
く
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。
御
野
口
戸
籍
の
編
成
原
理
に
お
い
て
、
親
族
関
係
は
全
く
無
視
は
さ
れ
な
い
ま
で
も
、
課
丁
数
の
調
整
と
い
う
要
請
の
前
に
無
視

さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
大
宝
末
年
頃
に
新
籍
式
が
導
入
さ
れ
る
と
状
況
に
変
化
が
生
じ
る
。
西
海
道
戸
籍
で
は
、
寄
ロ
と
い
え
ど
も
　
定
の
親
族
集
団
を

維
持
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
強
権
的
な
親
族
分
割
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
編
成
原
理
の
も
と
で
は
、
寄
口
と
戸
主

の
親
族
関
係
を
よ
り
重
視
し
た
編
成
も
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
親
族
関
係
が
寄
口
の
寄
附
先
を
決
定
す
る
　
般
的
要
因
だ
っ
た
と

考
え
る
必
要
は
や
は
り
な
い
と
思
う
。
居
住
地
の
近
さ
や
生
業
を
営
む
上
で
発
生
す
る
横
（
同
量
）
や
縦
（
主
従
）
の
関
係
な
ど
、
多
様
な
関

係
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
最
も
穏
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
大
宝
二
年
西
海
道
戸
籍
以
降
の
造
言
方
針
の
も
と
で
は
、
寄
口
は
最
早
制
度
的
な
重
要
性
を
あ
ま
り
も
た
な
く
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

か
つ
て
岡
本
氏
が
想
定
し
た
よ
う
に
、
五
十
戸
一
里
の
枠
組
を
維
持
し
つ
つ
、
全
て
の
戸
口
を
登
録
す
る
た
め
の
春
立
で
し
が
な
か
っ
た
可
能

性
が
高
い
。

　
と
も
か
く
、
八
世
紀
以
降
、
戸
籍
制
度
は
強
権
的
な
編
成
か
ら
解
放
さ
れ
、
特
に
親
族
関
係
に
即
し
た
編
成
方
針
が
実
現
し
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
こ
の
変
化
は
戸
籍
制
度
の
円
滑
な
運
用
を
保
証
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
結
果
は
む
し
ろ
逆
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
予
想
さ
れ
る
。
親
族
関
係
に
重
き
を
置
く
編
成
は
、
と
も
す
れ
ば
惰
性
的
な
登
録
を
招
き
や
す
い
。
課
丁
数
の
実
態
を
把
握
し
よ
う
と
す
る

熱
意
も
逓
減
し
て
い
っ
た
だ
ろ
う
。
平
時
体
制
へ
の
移
行
に
よ
り
統
制
の
緩
ん
だ
戸
籍
制
度
は
、
大
宝
二
年
西
海
道
戸
籍
の
時
点
で
既
に
弛
緩

へ
の
方
向
性
を
萌
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
史
料
に
即
し
て
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
の
見
通
し
と
し
て
述
べ
て
お
き
た

い
。

　
ま
た
次
な
る
重
要
な
問
題
と
し
て
房
戸
制
が
挙
げ
ら
れ
る
。
房
戸
と
は
、
八
世
紀
前
葉
の
あ
る
　
時
期
に
お
い
て
、
従
来
の
戸
の
内
部
に
分

立
さ
れ
た
小
単
位
を
指
す
。
房
戸
と
寄
口
の
関
連
如
何
が
従
来
よ
り
議
論
の
的
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
房
戸
が
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
性
質
を

も
っ
た
単
位
で
あ
る
か
、
家
族
実
態
に
近
い
と
言
え
る
の
か
と
い
う
問
題
も
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
大
宝
二
年
戸
籍
以
降
の
籍
帳
史

料
と
し
て
は
、
養
老
五
年
（
七
二
一
）
下
総
国
戸
籍
を
は
じ
め
、
八
世
紀
前
葉
の
籍
帳
が
＝
疋
量
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
ほ
と
ん
ど
が
房

戸
制
下
の
も
の
で
あ
る
。
房
戸
制
の
解
明
は
、
大
宝
一
一
年
戸
籍
に
続
く
籍
帳
フ
ィ
ー
ル
ド
の
主
要
課
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
後
考
を
期
し
て
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欄
筆
す
る
。

〔
付
記
〕
　
本
稿
は
平
成
二
十
二
～
二
十
四
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
）

大宝二年戸籍と寄口（本庄）
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in　place　of　the　hztanghou．　This　was　a　shift　from　ordering　the　world　based　on

actual　blood　relationships　to　the　emperor　to　one　of　ordering　the　world　based

on　relatlons　in　a　ritual　system　based　on　the　medium　of　parent－child　relations

of　a　ritual　system　born　out　of　the　imperial　succession．　Thus，　there　wou｝d　be

no　reversal　in　the　status　order，　and　political　turmoii　caused　by　confrontation

between　the　huangtaiheu　and　the　mother　of　the　emperor　was　avoided，　The

establishment　of　the　status　of　the　huanghou　brought　about　a　stable　system　of

imperial　rule　that　was　not　swayed　by　actual　blood　relations．

Household　Registers　of　Taih6　2　and　Kiko一

by

HoNJo　Fusako

　　The　goal　of　this　paper　is　to　clarify　the　principles　and　transformation　of　the

system　of　ancient　household　registers（kosehi戸籍）ln　Japan　through　a

comparative　analysis　of　the　household　registers　of　Mino　province　and　the

Saikaid6　region　that　are　dated’Taih62（702）aRd　elucidate　the　term棘δ（寄

口），which　indicated　a　particular　member　of　a　household　designated々。んσ（戸

口）within　these　registers，

　　The　understanding　that　the　ko　（戸；a　sort　of　household）　seen　in　the

ancient　household　register　system　did　not　refer　to　an　actual　family　but　was

an　artificial　unit　created　in　response　to　adminlstrative　needs　is　the　scholarly

consensus　today．　lf　one　were　thereby　to　employ　household　registers　as

primary　sources　in　an　attempt　to　grasp　the　historical　reality　of　ancient　society，

one　must　clarify　the　principle　on　which　the　household　registers　were　compiied．

　　痘ゐσ，the　special　object　of　ana歪ysis　in　this　paper，　is　an　appellation　fbr　the

residents　（koko一）　whose　relationship　to　the　main　householder　is　not　clearly

identified　in　the　household　record，　and　they　are　concentrated　in　the　’both

household　records　dated　Taih6　2．　ln　regard　to　the　kiko一，　there　has　been

debate　over　whether　they　were　related　to　the　main　householder　and　their

origins，　and　these　debates　have　not　been　resolved．　Yet，　the　current

arguments　over　kiko一　have　exaggerated　the　search　for　the　general

characteristic　of　the　kiko一　to　the　extent　that　its　changes　over　time　have

hardly　been　considered．　This　article　is　particularly　coRcerned　with　this　poiRt．
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　　Both　the　household　register　of　Mino　proviRce　and　that　of　Saikaid6　region

are　labeled　as　household　records　of　Taih6　2，　but　the　rnaRRer　in　which　they

are　recorded　vary　greatly，　and　in　fact　it　is　thought　that　the　Saikaid6

household　register　was　like｝y　produced　sometime　after　Taih6　4．　The　manner

of　compiling　household　registers　for　Mino　province　was　adopted　from　the

seventh　century　and　later，　but　the　one　for　Saikaid6　regioR　was　reflected　the

newly　introduced　methods　which　was　introduced　in　the　eighth　century，

　　These　household　reglsters　differ　mlユch　from　each　other　in　the　way　of

distributing　hilco一．　ln　tke　case　of　the　Mino　household　register，　kiko一　were

distrlbuted　so　that　the　number　of加観（課丁），　men　who　shouldered　the　tax

and　labor　tax　burden，　in　each　household　would　be　equaL　There　would　never

be　households　without　a　tax　burden．　On　the　other　haRd，　in　the　Saikaid6

kousehold　register，　the　distribution　of　hikoM　was　not　necessarily　equal．　lt　is

thought　that　in　the　Mino　household　register　tke　leveling　of　the　number　of

katei　was　achieved　at　times　by　the　arbitrary　method　of　splittiBg　family　units，

and　it　was　the　kileo一　that　provided　the　margin　to　make　this　adjustment．　ln

contrast，　in　the　Salkaid6　household　registers，　it　appears　that　they　were

compiled　in　a　less　capricious　manner，　maintaining　the　family　unit．

　　In　recent　scholarship　questions　coRcerning　the　leveling　of　the　number　of

katei　in　a　household　have　been　raised，　and　it　has　been　hypothesized　that　it

was　surely　maintained　at　a　minimum　leveL　Furthermore，　the　hypothesis　that

the　leveling　was　probably　not　implemented　on　each　hottsehold　but　on　each　ri

（里），　a　sort　of　settlement，　is　convincing．　However，　at　least　in　the　case　of　the

Mino　household　register，　the　｝eveling　was　ultimately　implemented　on　the

household　level，　and　the　number　of　katei　in　each　ri　varled．　There　is　a　high

possibility　that　this　fact　iRdicates　that　the　ri，　which　has　been　thought　Rot　to

have　been　an　actual　sett｝ement　but　an　artificial　group　compiled　for　the

collection　of　taxes，　did　exist　in　some　real　sense．

　　It　is　thought　that　the　circumstances　of　the　two　periods　are　reflected　in　the

creation　of　each　method　of　eompilation，　ln　the　seventh　ceRtury　under　the

diplomatic　tension　that　peaked　wlth　the　defeat　at　the　Battle　of　Hakuson’ko，

the　collection　of　human　and　material　resources　was　forcefully　implemented．

However，　tensions　eased　after　the　reigR　of　Tenmu，　and　the　eighth　century

proceeded　peacefully　as　is　symbolized　by　the　dispatch　of　envoys　to　TaRg　in

the　first　year　of　the　Taih6　era．　The　historical　background　of　the　two　periods，

the　warlike　seventh　century　and　peaceful　eighth　century，　are　reflected　iR　the

Mino　household　register　and　the　Saikaid6　household　register，　respective｝y．

The　style　similar　to　that　used　in　writing　the　MiRo　household　register　was
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employed　over　a　long　period　in　the　province　ef　Mu£su，　but　this　was　likely　a

reflection　of　Mutsu’s　character　as　a　frontline　base　in　the　conflicts　of　the　period．

Establishment　of　the　Baronetcy　and　lts　lnfiuence　on

　　　Local　Communities　in　Early　Modern　England

by

NAI〈AMARU　Hidel〈i

　　In　1611，　James　1　created　the　order　of　the　baronet．　However，　the　gentry

shunned　this　honour　from　its　initiation　up　to　the　Restoration．　What　was　the

reason　for　this？　By　investigating　the　process　by　which　a　baronetcy　was

established　and　the　socia｝　strata　of　its　purchasers，　this　paper　re－examines　the

significaRce　of　titles　for　political　society　in　early　modern　England．

　　While　some　historians　such　as　」　Aylmer　and　J．　Brewer　have　studied

offices　sold　by　monarchs，　there　hqye　been　few　studies　focusing　oR　the　tit｝es

of　honour．　L．　Stone’s　The　Crisis　of　the　Aristocracy，　1558－1641　is　the　only

authoritative　study　on　this　subject．　He　argues　that　the　rapid　increase　in

conferring　titles　by　James　1　and　Charles　1　dimiRished　their　prestige　and　this

infiation　of　honour　helped　promote　social　mobility．　This　book　was　written　to

refute　the　thesis　by　ll．　Trever－Roper，　who　criticized　R，H．　Tawney’s　idea　of

‘the　rise　of　the　gentry’．　Later，　it　was　shown　that　there　were　serious　faults　in

the　assumptions　of　both　sides　in　the　‘geRtry　controversyL　and　the　dispute

ended　without　a　clear　resolutioR．　However，　consideration　of　social　strata

during　this　period　has　not　lost　their　significance．　This　paper　will　critically

review　Stone’s　assertion，　focusing　on　the　baronetcy．

　　Since　his　succession　to　the　English　throne，　James　suffered　from　a　lack　of

funds．　Baronetcies　were　originally　iRtroduced　and　began　to　be　sold　to　make

up　the　deficit，　but　the　official　stated　aim　of　this　policy　was　to　contribute　to

promoting　the　plantation　of　Ulsten　At　first，　the　King　and　his　councillors

intended　to　set　the　maximum　number　of　tit｝es　at　20e　to　prevent　their

deterioration　in　value．　However，　in　the　1620s，　this　promise　was　broken　and

peerages　also　begaR　to　be　sold．　Moreover，　the　origiRal　scheme　of　a　direct

cash　payment　of　£1095　to　the　Exchequer　was　abandoned，　and　the　virtua｝

authority　to　make　baronetcies　was　granted　to　courtiers　to　be　resold．　As　a
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